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第１. 問題意識……医療訴訟における因果関係の証明

１. 診療行為とその後の死傷との間の因果関係

1) 診療行為は, もともと何らかの疾病や怪我に悩まされる患者に対し,

身体に生じる危険を防止し病状の軽減や寛解を目指すものである｡ 診療

にも関わらず, 患者に死傷の結果が生じた場合, その原因はやむを得な

い病状の進行なのか, 診療の懈怠の結果なのか, の区別は容易でない｡

それは①疾病の機序や病理現象, これに対する病状など生体の反応自体

も未だ解明されていない……疾病生体反応の未解明, したがって②行う

べき治療の効果についても, おかれた条件 (1 どんな原因でいかなる

疾病が生じたか, 2 患者側の身体条件・素因はどのようなものである

か, 3 いかなる治療が適応できるか) による個別差が大きく……効果

の個体差, さらに③身体の個別性から, いかなる治療を行えばどのよう

な結果が生じるかについて再現性がなく, 同一条件での検証ができない

……�����, と言う特質に由来している
(１)
｡
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２．予後統計の検討・当てはめ不十分 (Ａ治療効果不確実性に起因)

３．患者の病状不明による立証困難 (Ｂ怠慢･不作為による病状不明に起

因)

４．因果関係の終点～ ｢救命｣論への回帰・その死亡 (後遺症)の検討回避

第４．｢相当程度の可能性｣ 侵害論は有益か

１．証明程度と保護法益との間の混乱

２．行為義務の性質から回復可能性の侵害が帰結される

３．治療機会喪失による損害の評価算定 機会喪失論再考

４．まとめ
以上

(１) 石川�俊 ｢期待権の展開と証明責任のあり方｣ 判例タイムズ686号25

頁 (1989), 橋本英史 ｢医療過誤訴訟における因果関係の問題｣ 新裁判実

務大系 1・182頁 (2000)



2) 過失とされる診療行為とその後に患者に生じた死傷との間の因果関

係につき, 上記の①疾病と生体反応という複合要因 (同じ自然力が同じ

結果を招かない), ②治療効果の不確実性 (治療は必ずしも奏功しない),

③再現による検証困難かつ統計的予後の知見不足 (事後的検証になじま

ない) という事情から, 訴訟において患者側原告がこれを証明すること

は困難な場合が多い｡

訴訟上の因果関係の証明について, 最高裁は, 髄膜炎の治療中に腰椎

穿刺によってショックが起きて重度後遺症を来した, ルンバール (腰椎

穿刺) 実施上の過失と後遺症との間の因果関係が争われたルンバール判

決 (最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻９号1417頁) があ

る
(２)
｡

ここでは, 多数の医学鑑定でもショックの原因が腰椎穿刺によるか,

髄膜炎の再燃によるものかの意見が分かれ, 髄膜炎の再燃によるとする

ものがやや多数であった｡ 最高裁は医療行為と悪結果との間の, ｢訴訟

上の因果関係の証明は, 一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな

く, 1)経験則に照らして全証拠を総合検討し, 2)特定の事実が特定の

結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであ

り, 3)その判定は, 通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信

を持ちうるものであることを必要とし, かつそれで足りる｡｣ と判示し

て, ｢他に特段の事情が認められない限り, 経験則上本件発作とその後

の疾病の原因は脳出血であり, これが本件ルンバールに因って発生した

もの｣ として, やや多数の医学鑑定の結論とは異なり, 訴訟上の因果関

係を肯定した
(３)
｡
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(２) 溜箭将之 ｢因果関係 ルンバール事件からの問題提起｣ ジュリスト

1330号75頁 (2007) は鑑定の経過と因果関係の判断に詳しい｡

(３) 竜嵜喜助｢訴訟上の証明｣別冊ジュリスト民訴百選第２版182頁(1982)
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3) しかしながら, ｢特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認

しうる高度の蓋然性｣ を通常人の経験則で判断するといっても, ｢特定

の事実｣ (訴訟上争われる特定の事実とは注意義務違反として非難され

る人の行為である) の存否が通常人の経験則で認識判断できるとは限ら

ない｡ ルンバール実施や投薬のように, 現実に認識できる事実ならばと

もかく, 外科手術を行うべきであったとか投薬処方すべきであったとい

う不作為の場合には, ｢特定の事実｣ とは手術をしたならば, 投薬され

ておればという仮定を媒介にして, 当該結果の発生が避けられたかどう

かが因果関係となるから, 手術の効果や薬剤の効能という医学的専門的

知識や経験がなければ, どのような結果が予測され, したがって現実の

死傷が避け得たかどうかは判断できない｡

不作為の過失が問われる事件では, 患者の病状や検査などの診断, 観

察が不十分なため, 仮になすべき処置が行われた場合の予後を判定する

ことができないという事情が加わる｡ これは, 上記②の治療効果の不確

実性 (治療は必ずしも奏功しない) を増加させる事情となる｡

２．訴訟の実際上の困難

診療行為上の注意義務違反と発生した死傷の結果との間の因果関係の認

定は, ｢特定の事実｣ である診療行為の性質による制約と, ｢特定の結果｣

である死傷を招来した医学的原因, の双方から困難に直面する｡ 前者は,

上記①疾病生体反応の未解明, と②効果の個体差に由来する治療効果の不

確実性に帰結し, 後者は特定の死傷をもたらす原因探求が, やむを得ない

病状の進行なのか診療の懈怠の結果なのかの側面で顕在する｡ そうして以

下の３つの困難に帰結する｡

1) 医療行為と治療効果の不確実性……Ａ治療効果の不確実性 (共通型)

多様な治療行為も, それを施せば必ず所期の効果が実現しうるとは限
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らず, 患者の病状や治療側の諸条件 (十分な事前診断をなすべき設備や

薬剤の不足など) からの制約を受けながら行う現実からは, 望ましい結

果を約束しうるものではない (この意味で, 危険防止のために医師に要求

される ｢実験上必要とされる最善の注意義務｣ (最高裁昭和36年２月16日第

１小法廷判決・民集15巻２号244頁輸血梅毒事件での判示) とは, 好結果を

保証することではなく, 患者に水準的な治療の機会を提供することに尽

きる)｡ 患者に対する治療効果は, 元来不確実なものであるのは, 医療

行為に共通であり, これが過失と結果発生との間の因果関係を判定する

につき, 共通のいわば基本的な困難である｡

2) 怠慢不作為による病状不明

……Ｂ不作為による病状不明 (不確実増強型)

医療とは, 疾病に伴う身体への危険防止のために最善を尽くす業務と

観念すれば, 医療が期待はずれに終わった場合とは, 身体への危険が現

実化して死傷の結果という損害, つまり生命身体への回復不能な毀損が

生じる｡ 治療が奏功しないのは ｢駄目もと｣ であるといえても, それは

基礎疾患に由来する生命身体上の危険が現在化しているという意味では,

治療の失敗にもうつる｡

そして医療に関連した身体的毀損は, ある場合にはα医療の名で新た

に加えられた侵襲, 例えば手術時の他臓器損傷や検査や薬の合併症であ

ったり……いわゆる医原病型……, 他ではβ治療が奏功しないまま疾病

が進行した結果, 例えば癌の進行や新生児仮死による脳性麻痺……いわ

ゆる疾病進行型……であったり, する｡ これらは身体侵襲という死傷の

結果が, 医療行為 (医的侵襲) に起因するものか, それとも患者にもと

もと存在した疾病の自然な進行に因るものか, の区別である｡

後者β疾病進行型では, 仮に医師が癌の検査や胎児の心拍監視を十分

に行ったとしても, 治療の不確実性からやはり同じ結果が発生した可能
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性も否定することはできず, また行うべき検査をしなかったために医的

介入 (治療行為) がなされず, 介入すべき時点での患者の病態は必ずし

も明らかになっていない (だから必要な医的介入がなされずに結果が生

じている) から, なすべき治療が果たして奏功したのかどうかさえ判然

としないことが多い｡

3) 医療不奏功による結果と他原因･素因の競合……Ｃ他原因･素因の競合

さらにβ疾病進行型では, 少なくとも自然的因果律から転帰を眺めれ

ば, 死や脳性麻痺を招いた起因力は癌の増殖あるいは低酸素状態という

ことであり, 医師が癌や低酸素状態を作ったり加速させたわけではない｡

検査懈怠や胎児心拍監視を怠った医師の義務違反がなければ, 死亡や新

生児仮死による脳性麻痺が果たして避けられたといえるかどうか分から

ない, ともいえる｡

また前者α医原病型でいえば, 他臓器損傷や検査・薬の合併症といえ

ども, 誰にでも起こりうるものでなく, 患者の基礎疾患による周辺臓器

の脆弱化による損傷や, 体質的素因とあいまってはじめて合併症が生じ

た場合などは, その結果を招来せしめた原因行為が何であるかは必ずし

も明らかにはならない｡ ことに患者の既往症や年齢や体調などが結果発

生に寄与していると考えられ, しかも既往症や体質, 素因が疾病の危険

を増加させる独立の要因として観念される場合には他原因ないし素因が

競合して当該結果を生ぜしめたと考えられる｡

4) 訴訟上の攻撃防禦の実際

このように医療過誤訴訟における因果関係認定の困難さは, ｢特定の

事実｣ である疾病の治療を本体とする医師の注意義務をどのように考え

るのか (Ａ治療の不確実性), ｢特定の結果｣ たる身体損傷の現実化とい

う結果をどのように帰責するべきか (Ｃ他原因併存競合) との実定法的

な理解とともに, どのように証明責任を分配負担させるべきかの訴訟法
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的証明負担も (Ｂ怠慢による病状不明), 影を落としている｡

３．因果関係の証明困難の克服

1) 医師の過失が明らかであるが, 発生した死傷の結果がその過失に起

因するとの証明がなされない場合には, 死傷の結果がいかに深刻で, ま

た過失がいかに重大であったにせよ, 医師の責任を認めることはできな

い｡ しかし医師の過失が明らかな場合とは, 患者の死傷の結果を防止す

べき義務に違反したという意味であり, その死傷が現実化しているのに,

医師が免責されるのは不正義でないかとの疑問がでる｡

そこで, 死傷の結果がその過失に起因することの患者側の立証上の困

難が, 多くは医療側の治療不備 (つまり病因・宿主情報不明) の結果た

る患者や病因に関する不確かに由来することから, ｢みずからの過失を

高唱することで責任を免れる｣ 不正義を避けて, 医師の責任を肯定する

ための理論構成が以下のように登場した
(４)
｡

1 患者の医療に対する期待に反して, 死傷という法益侵害事実があ

ると考えて, 患者の適切な診療を受けられるとの期待権を侵害した｡

→期待権侵害

2 期待に反した結果は, 単なる債務不履行であり権利侵害ではない｡

何が侵害されたかの法益の実質を追求すれば,

① なにがしかの延命可能性の侵害として延命利益 →延命利益論

② 生命の質ないしライフスタイルを侵害したとの論

→ライフスタイル論

3 法益侵害といえる責任の根拠を探して, 医師は不断に治療機会を

与えるべき業務であるところ, 怠慢不作為により治療機会を与えな

論

説

(４) 石川�俊 ｢延命利益, 期待権侵害, 治療機会の喪失｣ 新裁判実務大系

1・305頁 (2000)
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かった客観的義務違反として生じた死傷結果について帰責される

→治療機会喪失

いわば責任根拠を, 期待に反したという主観的内容から客観的権利侵

害に昇華する過程が, 被侵害法益の探索として延命利益 or ライフスタ

イル論へ進み, さらに医療行為による被侵害利益としての (不法行為と

される対象法益が) 治療機会であると整理されてきた｡

2) こうした平成10年頃までの学説状況の中で, 治療機会喪失論ないし

延命利益論のような理由付けから医師の賠償責任を肯定した, 原審東京

高裁判決に対する医療側の上告申立事件において, 最高裁平成12年９

月22日第二小法廷判決・民集54巻７号2574頁はいずれの説を是とする

かの明言は避けながら, 不法行為による保護法益としての ｢その時点で

生存していた相当程度の可能性｣ は最高法益である生命に関わるものと

して保護法益性を認め, 原審判断を是認して上告を棄却した｡

したがって, 上記法益のいずれを選択排除したか, つまり責任発生要

件を詰めたものでなく, 不法行為の保護法益性を認めたに過ぎない｡

保護法益となるべき責任原因ないし責任要件は不問にしている｡ 生命

身体が保護法益であるのは当然であるが, だからといって生命身体が喪

失しなかった相当程度の可能性が, 独立の保護法益になるということに

はならない｡ しかも, 平成11年判決との比較の中で, ｢高度の蓋然性は

証明されなくても……相当程度の可能性があれば｣ との論旨から, 証明

の程度に応じて二段階保護という実利的発想も登場することになった｡

3) このこと, つまり平成12年最高裁判決は, ｢相当程度の可能性｣ につ

いて, ①権利発生根拠＝責任要件に触れてない, ②高度の蓋然性と対比

して, 証明の二段階的構成があるかのごとき文脈である, ことが後の

｢相当程度の可能性｣ をめぐる混乱を招く要因となった｡

ここでの損害は, 過失に起因したとの ｢確実性｣ (高度の蓋然性) は
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なくても ｢相当程度の可能性｣ があれば, と提示されたが, これが訴訟

上の証明を緩和して別途の保護法益につなげたものか, 証明 (異なる保

護法益＝損害費目) 対象を区別して新たな法益を認めたものかが, まず

課題である｡

第２. 事 例 分 析

以下は平成12年９月以降の因果関係が問題となった最高裁判決, 及び

平成12年判決以降の相当程度の可能性侵害により請求が認められた (｢相

当程度の可能性｣ 文言の有無は問わない) 下級審判決である｡ 最高裁判決,

下級審判決のいずれも平成22年４月末までの刊行物搭載判決, 筆者が関

与した刊行物未搭載判決による｡

すべての判決について, 因果関係判断における結果が ｢死亡の時点にお

いてなお生存｣ であるとした最高裁平成11年２月25日第一小法廷判決

(民集53巻２号235頁), 相当程度の可能性を保護法益とした最高裁平成12

年９月22日第二小法廷判決 (民集54巻７号2574頁), 相当程度の可能性侵

害を後遺症事案についても認めた最高裁平成15年11月14日第三小法廷判

決 (民集57巻10号1466頁) の引用の有無に着目し, 第１で言及した因果

関係の判断が困難な理由 (Ａ治療効果の不確実性, Ｂ怠慢不作為による病

状不明, Ｃ他原因 (素因) の競合) により分類した｡

また, １～６の最高裁判決については, 因果関係 (○因果関係有, △因

果関係無・相当程度の可能性有, ×因果関係・相当程度の可能性とも無)

について, 最高裁においてどのように原審の判断が変更されたか, 原審破

棄理由に着目した｡ ７～59の下級審判決については, 各判決において言

及された被告の過失による侵害利益 (ａ期待権, ｂ救命可能性, ｃ延命利

益, ｄ可能性, ｅ治療機会, ｏ侵害利益について特に言及無し) により分

類し, かつ, 慰謝料額を算定するにあたって考慮した事情を抜き出した｡

論

説
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日付
裁判所
出典

原審破棄理由
最判引用

(Ｈ11･Ｈ12･Ｈ15)
過失の内容 判決内容

1

Ｈ12.9.7
最高裁

Ｈ11(受)505
判時1745・42参照

×→○

A 22歳のＸは鎮痛剤の筋肉
注射, 局所麻酔を施行され,
血管造影検査を受けたが, 終
了直後Ｘの意識レベルは低下
し,その後脳梗塞と診断され,
右半身麻痺等の障害が残っ
た｡ 医師が検査後Ｘの意識レ
ベルの低下を認識していたの
に, 投薬の効果と誤診し, 厳
重な経過観察の指示や担当医
等への引き継ぎを怠った｡

Ｘの脳梗塞の原因となった血管れん縮に対し
ては早期治療が重要で, より早期に脳浮腫を
予防, 改善するために一般的に行われている
処置を講じていたならば, Ｘが脳梗塞及びそ
れに由来する後遺障害を免れ, あるいはその
程度が軽いものにとどまったであろうことを
是認し得る高度の蓋然性を直ちに否定するこ
とはできない｡

2

Ｈ13.11.16
最高裁

Ｈ10(受)1155
判時1786・32参照

×→△
Ｈ12引用

Ａ 67歳のＡは下腹部及び腰
部の不快感, 下痢, おう吐を
訴えてＹ病院を受診し, 入院
後も腰部, 下腹部の痛みを訴
え続けていたが, 容態が急変
して死亡｡ Ａが連夜腹部の痛
みを訴えていたのに鎮痛剤を
投与しただけで腹部超音波検
査等想定し得る原因疾患に対
応した検査を行わなかった診
療義務違反有り｡

Ａの死因を医学的にいずれかであるかを特定
することはできないというにとどまり, それ
ぞれの可能性を否定していない鑑定の結論部
分に依拠し, Ａの死因が腹部動脈瘤の破裂に
よる心不全であるとするＸの主張を否定した
原審の判断は違法｡ ショック状態に陥った後
であっても, 即刻, 適切な緊急手術等を行っ
ていれば救命ないし延命し得た相当程度の可
能性があれば, 緊急手術等を行わなかったこ
とが債務不履行ないし不法行為を構成する余
地は否定できない｡

3

Ｈ14.2.28
最高裁

Ｈ13(受)241
判時1819・3参照

○→△
Ｈ11引用

Ａ 陳旧性肺結核等の既往を
持つ75歳のＡは転倒して入院
中,肺結核と診断され,治療に
よりいったんは回復したが,
その後肺炎を発症して死亡｡
抗生剤エセポリンの投与を中
止し, エセポリンに代わる新
たな抗生剤が投与されなかっ
た点において, 肺炎に対する
投薬治療を怠った過失有り｡

Ａの年齢, 体力, 肺機能の低下の状態, 本件
の場合Ａの発症した肺炎の致死率は50％より
さらに高まり, 抗生剤が投与されていたとし
ても救命率の向上は10％を超えることはない
という病状の重篤の度合いを勘案するなら
ば, 抗生剤の不投与がＡの病状にある程度影
響した可能性はあるとしても, 投与されてい
ればＡがその死亡の時点においてなお生存し
ていたであろうことが高度の蓋然性をもって
認められるということまでは困難｡

4

Ｈ15.11.11
最高裁

Ｈ14(受)1257
民集57･10･1466

×→△
Ｈ12引用

Ａ Ｘ(当時12歳)は頭痛・発
熱等を訴え開業医で点滴治療
等を受けていたが, 病状は好
転せず, 意識障害を疑わせる
言動があった｡ Ｘは意識の混
濁した状態で総合病院に転院
したが,急性脳症と診断され,
日常生活全般にわたり常時介
護を要する重度後遺障害が残
った｡ 初診から５日目の時点
で急性脳症等を含む何らかの
重大で緊急性ある病気にかか
っている可能性が高いことを
認識し, 高度医療機関へ転送
し, 適切な医療を受けさせる
べき義務有り｡

転送義務に違反した行為と患者の上記重大な
後遺症の残存との間の因果関係の存在は証明
されなくても, 適時に適切な医療機関への転
送が行われ,同医療機関において適切な検査,
治療等の医療行為を受けていたならば, 患者
の上記重大な後遺症が残らなかった相当程度
の可能性の存在が証明されるときは,医師は,
患者が上記可能性を侵害されたことによって
被った損害を賠償すべき不法行為責任を負う
ものと解するのが相当である｡

5
Ｈ16.1.15
最高裁

Ｈ14(受)1937
集民213･229

×→△
Ｈ12引用

Ａ 30歳の女性Ａは胸のつか
え等を訴え開業医で胃の内視
鏡検査を受けたが, 胃の内部
に大量の食物残渣があり内部
を十分に観察できなかった｡
医師は再検査せずに慢性胃炎
と診断し内服薬を与えて経過
観察とした｡ Ａは３ヵ月後に
スキルス胃癌と診断され, 直
ちに化学療法を受けたものの

上記検査義務を怠った医師の過失と患者の死
亡との間の因果関係の存在は証明されなくて
も, 適時に適切な検査を行うことによって病
変が発見され, 当該病変に対して早期に適切
な治療等の医療行為が行われていたならば,
患者がその死亡の時点においてなお生存して
いた相当程度の可能性が証明されるときは,
医師は, 患者が上記可能性を侵害されたこと
によって被った損害を賠償すべき診療契約上
の債務不履行責任を負うものと解するのが相
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約５ヶ月後に死亡｡ 胃の内部
に大量の食物残渣が存在する
こと自体が異常をうかがわせ
る所見であり, 当時の医療水
準によれば, 再度胃内視鏡検
査を実施すべき｡

当である｡

6

Ｈ21.3.27
最高裁

Ｈ19(受)783
判時2039・12
判タ1294・70
集民230・285

△→○

Ａ 人工骨頭置換術のため全
身麻酔薬プロポフォールの静
脈内投与を受け, その後硬膜
外麻酔として塩酸メピバカイ
ンを注入され, 同時に全身麻
酔薬塩酸ケタミンの静脈内投
与を受けた65歳のＡが手術中
に血圧が低下し死亡｡ プロポ
フォールと塩酸メピバカイン
を併用する場合には, 薬の作
用が強すぎて血圧低下, 心停
止, 死亡という機序をたどら
ないよう投与量の調整をすべ
き義務があったのにこれを怠
った｡

医師の過失とＡの死亡との間には相当因果関
係があるというべきである｡ 本件において医
師がプロポフォールと塩酸メピバカインの投
与量を適切に調整したとしてもＡの死亡とい
う結果を避けられなかったというような事情
は伺われないのであるから, プロポフォール
と塩酸メピバカインの投与量をどの程度減ら
すかについて医師の裁量にゆだねられる部分
があったとしても上記結論を左右しない｡

日付
裁判所

出典・評釈

具体的可能性
最判引用

(Ｈ11･Ｈ12･Ｈ15)
過失の内容

被害の程度
認容額
費目

慰謝料根拠

7
Ｈ13.2.28
東京地裁

判タ1086・261

有
(生存して退院可
能性30％程度)

Ａ 糖尿病の既往がある71歳
の男性Ａは自宅で意識不明と
なった｡ Ａは救急車内で心臓
マッサージ等を受けながらＹ
病院に午前１時16分頃搬送さ
れたが, 午前２時20分死亡｡
医師に適切な時期に除細動の
措置をほどこさなかった過失
有り｡

死亡
慰200弁13
患者の慰謝料

ｅ (｢相当程度の可能性｣の
文言無し)Ｙ病院医師らの過
失によって適切な救急救命処
置を受ける機会を奪われ, 精
神的苦痛を与えられたものと
いうべきである｡ 本件に現れ
た諸般の事情を考慮｡

8
Ｈ13.7.4
東京地裁
判タ1123･209

無
Ｈ11･Ｈ12引用

Ａ 70歳のＡが苦痛を訴え救
急車でＹ病院に搬送され, 主
に精神的な原因によるものと
診断された｡ Ａはその後急性
心筋梗塞と診断され血栓溶解
療法などの治療を受けたが,
急性心筋梗塞による心破裂に
より死亡｡ Ａの新旧レントゲ
ン写真の比較から心不全と診
断して心電図検査を行うとと
もに, 心不全の治療として酸
素吸入及び利尿剤投与などの
適切な措置を講ずべきであっ
た｡

死亡
慰200弁20
患者の慰謝料

ｂ 仮に, 上記可能性がわず
かであっても, 万全の治療を
受けていたならば, 救命の可
能性があったかもしれないと
いうＡの無念の思いを慰謝す
るため, 相当の慰謝料請求を
認めるのが相当である｡ 義務
違反の内容, Ａは家族を通じ
るなどして適切な医療措置を
求め続けていたこと, Ａの年
齢, その他本件に現れた一切
の事情を考慮｡

9
Ｈ13.7.26
大阪高裁
判時1797･51
判タ1095・206

無

Ａ 最３判平成11年３月23日
・集民192号165頁の差戻審｡
Ａは顔面けいれん根治のため
脳神経減圧手術を受けたが術
後間もなく意識状態低下等の
異常が見られ, 開頭手術を受
けたが２ヵ月後に死亡｡ 小脳
半球切除術によれば救命の可
能性はあったのであるから,
担当医師はＡの家族らにＡの
病状の程度, 上記手術の内容
及び必要性, 期待される効果
や危険性などの説明をして同
意を得たうえ, 小脳半球切除
術の実施をすべきであった｡

死亡
慰1000弁200
患者の慰謝料

ｃ,ｅ Ｙ1らはＡの生命維持
の可能性という法益を侵害し
たことにより不法行為責任を
負うべきである｡ 本件事案に
鑑みて, 上記過失と相当因果
関係のある慰謝料はＡの精神
的苦痛に対するものに限定す
るのが相当である｡ また逸失
利益及び葬儀費用について
は, 上記のとおりＹ1らの過
失とＡの死亡との間の因果関
係は認められないので否定す
べきである｡
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10
Ｈ13.10.16
東京高裁
判時1792･74

無
Ｈ12引用

Ａ ＡはＹ診療所で後頭蓋窩
に大きな腫瘍が存在すること
が確認され, １週間後に手術
可能な医療機関への転院予定
で入院し, グリセオールの投
与を受けていたが, 入院４日
目, 脳内圧の亢進により脳ヘ
ルニアを起こし, 他病院に転
送されたがその後死亡｡ Ａの
腫瘍は急速に増大しており,
１週間の間に脳ヘルニアを起
こすことはないと判断すべき
根拠はなく, ＹはＡを転院さ
せるべき緊急性について判断
を誤った過失有り｡

死亡
慰400弁50
患者の慰謝料

ｃ 延命の可能性が失われた
ことにより患者が被った精神
的損害について賠償する責
任｡ グリセオールの投与を受
けたものの頭蓋内圧亢進状況
についての注意を払われない
まま待機させられ, Ｙ診療所
に来院してから約73時間後に
脳ヘルニアを起こし死亡する
に至ったこと及び直ちに腫瘍
摘出手術を行うことのできる
病院に転院された場合の延命
の可能性に関する本件に現れ
た一切の事情を考慮｡

11
Ｈ13.11.5
東京高裁
判時1778･69

無
Ｈ11・Ｈ12引用

Ａ 71歳のＡは自宅で倒れ意
識を喪失し, Ｙ病院に到着し
た頃脈拍がなくなり, 約１時
間後に死亡｡ 救急救命設備が
整い第二次救急病院にも指定
されていたＹ病院の医師とし
ては, 意識及び呼吸がなくな
り, 脈拍が触れず心音も明ら
かでないなどの状態で搬入さ
れた患者に対し, 心室細動の
発症の有無を確認し, 心室細
動の発症が認められたら直ち
に電気的除細動の処置を採る
べきであった｡

死亡
慰200弁20
患者の慰謝料

ｅ 被控訴人には, 当時の医
療水準にかなった適切な医療
行為を受けられなかったこと
によってＡが被った精神的苦
痛に対する慰謝料支払いの義
務があると言うべきである｡

12

Ｈ13.12.20
仙台地裁
裁判所ＨP

Ｈ9ワ�1162

有
(救命可能性
20％)

Ａ Ａは出産後出血が続き,
新鮮凍結血漿, 濃厚赤血球等
が投与されたが, 羊水塞栓及
びそれに伴う DICにより死
亡｡ 医師に, 輸液の遅れ, 濃
厚赤血球の投与の遅れ, 気管
内挿管の上高濃度酸素による
陽圧呼吸の遅れ, 及びオピア
ル等使用上の誤り, 代謝性ア
シドーシス補正の遅れ(特に,
濃厚赤血球の投与の遅れオピ
アル等使用上の誤り)の過失
有り｡

死亡
(患者)
慰700
(両親)

各慰10弁２

ｏ (｢相当程度の可能性｣の
文言無し)過失行為がなかっ
たとしてもＡの延命が可能で
あったのは数時間程度である
が, 輸液の遅れ, 濃厚赤血球
の投与の遅れ, 気管内挿管等
の遅れ及びオピアル等使用上
の誤り, 代謝性アシドーシス
補正の遅れがなければ, 20％
程度の救命可能性はあったこ
と, その他本件に顕れた諸般
の事情を総合考慮｡

13

Ｈ14.2.28
東京地裁
判例体系
Ｈ10ワ�21883

無
Ｈ12引用

Ａ Ｙの執刀により脂肪吸引
手術を受けたＡ(当時30歳)
は, その約３週間後, 下肢痛
を訴えてＹの勤務する診療所
を訪れたがＹはＡを診察せ
ず｡ 翌日午前０時頃, Ａは肺
動脈血栓塞栓症により死亡｡
医師は患者に対して合併症の
発生の有無を確認するために
診察をし, これに対する処置
を行うか, 自ら治療を行うこ
とが難しいと判断される場合
には患者を高度医療機関に転
送する措置をとるべきであっ
た｡

死亡
慰500弁50
患者の慰謝料

ｅ Ａの診察を行わなかった
ことによりＡの救命のための
適切な医療を受ける機会を奪
い, 患者に対して精神的苦痛
を与えた｡ Ａは, 従前から足
の痛みを訴えてクリニックＦ
に電話をかけていた上, 来院
して診察を求めたのにＹはこ
れを行わず結果として死亡す
るに至ったのであるから, 同
人がこれによって受けた精神
的苦痛は相当程度大きかった
というべきである｡

14
Ｈ14.5.20
東京地裁

Ａ 妊娠35週５日のＸ2は下
腹部痛がおさまらず大学病院
を受診した｡当直医が診察し,
その後産婦人科医により帝王
切開術が施行されたがＸ1は
重症新生児仮死の心停止状態

重度後遺症
慰600弁60

ｄ Ｘ1は新生児仮死の程度
が少しでも軽い状態で出生す
る機会を奪われ, 重い後遺障
害の程度が少しでも軽い状態
で成長する可能性を侵害され
大きな精神的苦痛を被った。
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医訴CF①228
Ｈ11ワ�18965

無 で出生。当直医には診察を開
始後直ちに胎児心拍数の計測
をすべき義務を怠った過失,
徐脈を認め胎児仮死を疑った
時点において, 直ちに帝王切
開術の施行を決断すべき義務
を怠った過失有り。

患者の慰謝料 Ｘ1は全面的に介助を要する
状態にあって, 改善に向かう
見込みはなく, 当直医のとっ
た処置は, 国立大学病院の備
えるべき医療水準に照らして
十分とはいえないものであっ
た。

15

Ｈ14.7.18
新潟地裁
判例体系
Ｈ11ワ�71

無
Ｈ12引用

Ａ Ａ(当時38歳)はめまいと
吐き気を訴えＹ病院を受診し
ＣＴ検査の結果異常なしと診
断されたが, 約５ヶ月後脳腫
瘍(神経膠芽腫)が発見され,
腫瘍摘出術等の治療を受けた
が, 最初のＣＴ検査の日から
約29か月後に死亡。明らかな
異常所見が認められる本件
ＣＴフィルムを異常なしと診
断したＹ病院医師に注意義務
違反有り。

死亡
慰300弁30
患者の慰謝料

ｅ 神経膠芽腫の予後が悪
く, 実際の死亡日よりさらに
相当長期間生存するとは認め
難いが, 本件ＣＴ検査から脳
腫瘍が判明するまでの間に適
切な治療を受けられなかった
ことによる患者の精神的肉体
的苦痛は相当なものであった
と推察され, その他本件に現
れた一切の事情を考慮。

16
Ｈ15.1.27
東京地裁
判タ1166･190

無

Ｃ 15歳のＡは３度にわたり
脳腫瘍摘出手術を受けたが,
３度目の手術後から頭痛・微
熱等の症状が出現し, 約１ヶ
月後, 髄液貯留による脳幹圧
迫, 連鎖球菌による敗血症及
び髄膜炎を併発して死亡。医
師は敗血症を回避するため
に, Ａの発熱が生じた時点で
血液培養や髄液検査等を行
い, Ａが髄膜炎に罹患してい
ることを発見して抗生剤の投
与や髄液ドレナージを行うべ
きであった。

死亡
患者の慰謝料

100
両親の慰謝料

各50

ａ,ｅ 適切な医療を受ける
というＡ及び両親の期待権侵
害。診療内容が医療水準に達
していなかった, 医師による
カルテ記載が不十分, 15歳の
若さで死期を早めたＡの無
念,息子を失った両親の悲嘆,
他方, Ａは長期の生存を期待
し得ない状況にあり, 過失が
Ａの延命に与えた影響は大き
くなかった, 診療行為に対す
る過失は本件手術後の経過観
察のみであった, その他一切
の事情を考慮。

17
Ｈ15.5.28
東京地裁
判タ1147･255

無

B 58歳の男性Ａは肝硬変,
糖尿病, 食道静脈瘤等により
Ｙ病院に断続的に入通院して
いたところ, タール便や吐血
があり, 救急へ入院したが,
入院翌日死亡。Ｙ病院には,
Ａに対し, 血液検査等の各種
検査を適宜実施し, Ａの全身
状態の把握や経過観察を十分
に行うべき義務を懈怠した過
失, 高アンモニア血症の治療
を迅速かつ強力に行わなかっ
た過失及び不適切なラシック
ス, ソルダクトン及びメイロ
ンの投与を行った過失有り。

死亡
慰700弁100
患者の慰謝料

ｃ 延命の可能性侵害。入院
後約半日もの間主治医も決ま
らず, 医師がＡについて十分
に観察して治療に当たってお
らず病状認識は軽きに失して
いたこと, 一方, Ａはアルコ
ール性肝硬変の既往症を有し
ていたのに入院直前まで継続
的に飲酒していたこと, 入院
の前夜既にタール便が認めら
れていたのにすぐには入院を
しなかったことなどの事情を
総合考慮。

18
Ｈ15.6.3
東京地裁
判タ1157･227

無
Ｈ12引用

Ａ 生後３か月のＡは咳・発
熱等の症状で, Ｙ病院に入院
した。Ａの体温は40.7度まで
上昇したが, 医師は血液検査
や投薬は実施せず, Ａは翌日
髄膜炎菌による敗血症によっ
て死亡。Ａには体温・CRP

の上昇, 哺乳力の低下や発疹
の出現などもみられ細菌感染
症が疑われてしかるべきとこ
ろであったから, 速やかに
抗生物質を投与すべきであっ
た。

死亡
慰200弁40
患者の慰謝料

ｃ 適切な治療がなされてい
れば, Ａに延命の可能性が認
められるものの, WFSによ
る死亡の危険性は極めて高
く, Ａに救命の高度の蓋然性
があったとまでは認められ
ず, 抗生物質の投与による延
命の効果がごく短期間に終わ
る可能性が高かった, 経過観
察のための入院でありながら
十分な経過観察をしていない
ことなど, 認定し判示した一
切の事情を考慮。
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19
Ｈ15.8.26
東京高裁
判時1842･43

無
Ｈ12引用

Ｃ Ａ(死亡時18歳)は神経性
食思不振症の治療のためＹ病
院に通院していたが, 医師は
ほとんど血液検査をしておら
ず, その検査でも血清カリウ
ム値は測定しなかった。その
後Ａは搬送先病院で死亡。過
食嘔吐を繰り返し大量に乱用
すると電解質喪失の危険のあ
る下剤を処方されていたＡに
は低カリウム血症罹患の危険
性があったのであるから, 定
期的に血清カリウム値の検査
をすべきであった。

死亡
慰300弁30
患者の慰謝料

ｏ Ａについては, 上記の医
療水準にかなった適切な医療
が行われていたならば, その
死亡の時点においてなお生存
していた相当程度の可能性が
あったと認められるものであ
り, 同可能性を侵害されたこ
とによって被った患者の慰謝
料としては300万円が相当で
ある。

20

Ｈ15.9.17
大阪地裁
医訴CF①78
Ｈ13ワ�4377

無
Ｈ12引用

Ａ 慢性腎不全のＸはＹクリ
ニックでの血液透析後, 穿刺
部の腫れ, 膿, 体温が40度を
超えるなどし, 翌早朝, 敗血
症により左上腕切断。穿刺部
の感染に引き続き40度以上の
高熱・下痢等Ｘの全身状態が
悪くなっていること, Ｘが抵
抗性の減弱している慢性腎不
全患者であること等に照らす
と,その時点で敗血症を疑い,
速やかに医師の診察を受ける
よう指示・指導すべきであっ
た。

後遺症
慰150弁20
患者の慰謝料

ｄ 身体の健全性を維持する
ことは人にとって基本的な利
益であり, その健全性を維持
し得た可能性は法によって保
護されるべき。同可能性を侵
害されたことによりＸは精神
的苦痛を被った。侵害の内容
が左上腕の喪失であること,
左上腕を救肢し得た可能性は
必ずしも高いとはいえないこ
と等本件に現れた一切の事情
を総合考慮。

21
Ｈ15.11.5
名古屋高裁
判時1857・53

有
(相当程度延命
することが出来
た)

Ａ 職場の健康診断の胸部Ｘ
線写真撮影検査で要精密検査
とされたＡ(死亡時34歳)はＹ
病院で諸検査を受けた結果,
経過観察とされた｡ その後Ａ
は肺癌と診断され, 化学療法
による治療を受けたが死亡し
た｡ 当初の検査時点において
経過観察としたことは誤りで
はなかったとしても, その約
６ヶ月後の時点で経過観察と
すべきではなく, 再度の気管
支鏡検査をし, これにより確
定診断がつかなかった場合に
は開胸生検等の検査に踏み切
るべき注意義務があった｡

死亡
慰3600弁350
患者の慰謝料

ｄ,ｅ Ａは相当程度延命す
ることが出来たものと認めら
れるが, どの程度の期間生存
できたかは, 主として得べか
りし利益その他の損害の額の
算定に当たって考慮されるべ
き事由であるところ, これを
確定することが出来ないか
ら, 慰謝料の算定に際し考慮
するのが相当｡ Ａは医師の注
意義務違反により肺癌に対す
る相当程度延命が期待できる
適切な治療を受ける機会を奪
われ, 延命の可能性を奪われ
た｡

22
Ｈ15.12.18
大阪地裁(24部)
判タ1183･265

無
Ｈ12引用

Ａ 73歳のＡは腹痛・食欲不
振等の症状でＹ病院で各種検
査を受けたが病因の確定には
至らなかった｡ その後他病院
で,悪性リンパ腫と診断され,
化学療法を受けたが小腸原発
の悪性リンパ腫により死亡｡
医師は, ＣＴ画像上の腫瘤状
陰影を軽視し, 必要な検査の
施行を勧告せず, 又は必要な
各検査の施行を遅延させた｡

死亡
慰500弁50
患者の慰謝料

ｏ Ａは, 継続する腹痛など
の症状を訴え続けながら, 被
告らの不法行為により, 検査
及び診断が遅延し, 確定診断
が得られないまま全腹膜炎を
発症させ, その後死亡し, 相
当程度の可能性という法益を
侵害されたものであり, その
他本件に現れた一切の事情を
考慮｡

23

Ｈ16.1.16
大阪高裁
刊行物未搭載
Ｈ14ネ�1183

無
Ｈ12引用

B Ａ(70歳)は肝細胞癌と診
断され開腹手術の際左肺下葉
切除術を受け胆嚢を摘出され
たが, 細胞癌は見つからず,
肝臓は切除されなかった｡ そ
の約１年後肺癌罹患が判明
し, その後肺癌により死亡｡
医師は肝臓切除術を実施する

死亡
慰800弁80

(可能性侵害に
対する慰謝料

ｏ 化学療法の実施によって
一定の延命効果があった可能
性が相当程度存したことは否
定し難い｡ 適切な治療がなさ
れていれば, 実際の死亡の時
点でＡが生存していた相当程
度の可能性がなかったとは言
えず, 上記可能性を侵害され
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について説明義務を果たして
おらず, 肝切除術を前提とし
た手術は違法｡ その後の胸部
レントゲン写真の肺癌を見落
とした｡

は400)
患者の慰謝料

たことによって被った精神的
苦痛について賠償すべき責任
がある｡

24
Ｈ16.3.25
東京地裁
判タ1163･275

有
(少なくとも30％
の生存可能性)
Ｈ11・Ｈ12引用

Ａ 腹痛でＹ病院に搬送され
たＡ(50歳)は重症急性膵炎で
緊急入院となり, 重症急性膵
炎に伴う多臓器機能不全によ
り死亡｡ Ｙ病院のバイタルサ
インチェック, 尿量測定等の
経過観察は不十分で, 膵酵素
阻害剤持続的動注については
実施可能であったのに実施し
なかった｡ 持続的血液濾過透
析については実施可能な病院
に転院させることを前提に,
患者に説明し, 転院に必要な
措置を講ずるべきであった｡

死亡
慰600

患者の慰謝料

ａ 期待権侵害を理由として
Ａに対し, その被った精神的
苦痛に対する慰謝料を支払う
べき義務がある｡ 本件に現れ
た諸般の事情を考慮して, 期
待権を侵害された亡Ａの苦痛
を慰謝するのに相当な慰謝料
の額を算定｡

25

Ｈ16.4.15
東京地裁
裁判所ＨP

Ｈ14ワ�25167

無

Ａ ＡはＹ病院において生後
１か月検診を受け異常なしと
判断されたが, その約１ヶ月
半後, 他病院で先天性胆道閉
鎖症との診断を受けた｡ その
後Ａは手術を受けたが, およ
そ１年後死亡｡ １か月検診の
際のＡの皮膚は先天性胆道閉
鎖症を疑わせる黒ずんだ色を
していたのであるから, 医師
は, この時点でＡの直接ビリ
ルビン値の測定をすべきであ
った｡

死亡
慰300弁30
患者の慰謝料

ｂ 救命可能性, 少なくとも
より長く生存しえた可能性を
奪われたことによる精神的苦
痛に対する慰謝料のみが認め
られる｡ その慰謝料額は, 認
定事実から推測される救命可
能性や延命可能性の程度, 医
師の過失行為の態様, 本件手
術後死亡までの経緯, その他
本件に現れた諸般の事情を考
慮｡

26
Ｈ16.4.28
大阪地裁
判タ1175･238

無
Ｈ12引用

Ａ 生後１歳３ヶ月のＡは,
喘息増強の訴えで被告病院に
入院したが, その後麻疹と診
断され, 全身状態が悪化し,
高度医療機関へ搬送されたが
麻疹脳症で死亡｡ Ｙは発疹期
に移行してから４日経過した
時点において本件患児の麻疹
脳炎・脳症を疑い, 高次医療
機関へ転送すべきであった｡

死亡
慰100弁10
患者の慰謝料

ｄ 生命を維持することの可
能性を侵害されたことによ
り, 精神的苦痛を被った｡ 本
件患児は現実に死亡した時点
において, なお生存していた
相当程度の可能性があるとし
ても, その可能性はかなり低
いと考えられること等本件
に現れた一切の事情を総合考
慮｡

27

Ｈ16.12.22
大阪地裁堺支部
判タ1211・46
判時1902・112

無
Ｈ11･Ｈ12引用

Ｂ 拘置所に入所する際に慢
性肝炎(Ｃ型)と診断されてい
たＡ(50歳)が肝癌により死
亡｡ 肝機能が落ち着いており
症状がなくとも, Ａに対し少
なくとも３～４か月に１回は
肝機能検査を実施し, 安静指
示や投薬治療をする注意義
務, Ａのインターフェロン治
療の適応性を検討するために
肝生検を実施すべき注意義務
があったのにこれを怠った｡

死亡
慰300弁30
患者の慰謝料

ｃ 被告は, 延命の相当程度
の可能性が失われたことによ
りＡが被った精神的損害につ
いて賠償する責任があると言
うべきである｡ 本件に現れた
一切の事情を斟酌すると, Ａ
の精神的損害に対する慰謝料
は300万円が相当である｡

28
Ｈ17.1.11
京都地裁 無

Ａ ネフローゼ症候群治療の
ため入院中のＸ(17歳男性)が
静脈血栓症を発症し, 転院先
で２回の開腹手術(４月22日
血栓除去及び下大静脈フィル
ター留置術, 23日後腹膜出血
止血手術)を受けざるを得な

開腹手術を受け
なくてすんだ

ｅ 開腹手術を避けられた可
能性はせいぜい50％程度で高
度の蓋然性はないから, 割合
的因果関係による損害主張は
認められない｡ Ｘの年齢や手
術が２度に及びＸの身体に傷
跡が残っていること, 第１手
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Ｈ13ワ�3457
LLI

くなり, 仕事がしにくい等の
後遺症残存｡ Xが腰部, 背部
及び股関節痛を訴えた３月30
日の時点で, 血栓症を疑い,
疼痛部を十分に診察したうえ
で, 造影CT検査等, 必要な
検査を行うべきであった｡

慰200弁20 術は極めて珍しい手術であっ
たが, 放置すれば死につなが
る可能性があり, 手術中のそ
の可能性が指摘されていたこ
と等を総合考慮すれば適切な
治療を受ける可能性は法的保
護に値する｡

29

Ｈ17.1.31
東京地裁
八王子支部
判タ1228・246
判時1920・86

無

Ａ Ｙ病院介護病棟に入院し
た91歳のＡが入院中に死亡｡
仙骨部に褥瘡発見後, ２週間
以上褥瘡の治療と関連づけて
十分な栄養管理をすることを
怠った, また, 褥瘡部の滲出
液が増加し38度前後の発熱が
認められ, 感冒薬の投与によ
っても解熱しなかったのであ
るから培養検査を実施するべ
きであった｡

死亡
慰200弁30
患者の慰謝料

ｏ Ａの期待し得た生存の可
能性を侵害したことにより,
Ａに対する慰謝料を支払うべ
き責任があり, 本件の経緯,
Ａの生前の生活状況等諸般の
事情を総合考慮すると, その
慰謝料額を200万円とするの
が相当である｡

30
Ｈ17.2.15
仙台地裁

判タ1237・294

有
(５年生存率
60％程度)
Ｈ12引用

Ｂ Ａは５年間40回Ｙ医院に
通院し, 慢性副鼻腔炎の治療
を受けていたが, その後, 他
病院で上顎癌と診断され右上
顎亜摘出手術を受けたが, 癌
が転移し死亡(当時60歳)｡ Ｙ
がＡに対して速やかな転医に
よる適切な検査とこれによる
正確な診断を得て効果的な治
療を受ける時期を失しないよ
う配慮すべき注意義務を果た
さなかった｡

死亡
慰500弁50
患者の慰謝料

ｏ 亡ＡがＹの過失により,
その死亡においてなお生存し
ていた相当程度の可能性を侵
害されたことによって大きな
精神的苦痛を被ったことは,
容易に推認し得るところ, Ｙ
の過失内容, 亡Ａの死因とな
った疾病と症状経過及びその
生存率その他本件口頭弁論
に顕れた諸般の事情を総合考
慮｡

31
Ｈ17.4.14
名古屋地裁
判タ1229・297

無
Ｈ12引用

Ａ Ａは出産直後から大量の
出血が始まりＹ病院への転送
当時, 重度のショック状態に
あった｡ Ｙ病院において輸血
が開始され, 子宮全摘出手術
が行われたが, 多臓器不全に
陥り死亡｡ 輸血による救命処
置に関して, 血液が漏出する
ことのないように適切に輸血
を施行, 管理すべき注意義務
が認められるところ, 輸血用
血液を本件貯留液として貯留
させた｡

死亡
慰500

患者の慰謝料

ｏ Ａの年齢, 家族関係, 別
訴における和解内容その他本
件審理に現れた一切の事情に
照らすと, 上記侵害によって
Ａの被った精神的損害は500
万円をもって慰謝するのが相
当である｡

32

Ｈ17.6.15
大阪高裁
刊行物未搭載
Ｈ15ネ�3528

有
(30％程度)

Ａ 判例１の差戻審｡ 現在の
ような重篤な後遺症に至らず
少なくとも中等度以下の軽度
な後遺症に止まった相当程度
の(30％程度)可能性はあった
というべきである｡

後遺症
慰270弁30
患者の慰謝料

ｏ Ｙの過失がなかった場合
にＸに現在の重大な障害は残
らなかった可能性の程度, Ｙ
の過失の内容・程度, Ｘに残
った障害の程度, その他前記
認定の諸事情を総合考慮｡

33

Ｈ17.7.21
仙台地裁
刊行物未搭載
Ｈ14ワ�1511

無

Ｂ Ａ(22歳)は発熱と頭痛が
あり, ぐったりして殆ど意識
がない状態でＹ病院に救急車
で搬送され入院したが, その
後転院し脳炎と診断され, 約
１ヶ月後死亡｡ Ｙ病院はＡに
脳炎を疑わせる脳神経症状が
見られた遅くとも９月24日午
前11時頃には, 全身管理体制
をとるなど脳炎の処置ができ
る医療機関にＡを転送するべ
きであった｡

死亡
患者の慰謝料

300
両親の慰謝料
各100
弁55

ｄ,ｅ 生命を維持する可能
性を侵害されたことにより相
当程度の精神的苦痛を余儀な
くされた｡ Ａが適切な治療を
受ける機会を失ったことで両
親は相当程度の苦痛を余儀な
くされた｡ Ａ本人及び両親の
慰謝料のほか, 治療費, ガソ
リン代及び高速道路費として
金15万余円, 専門家意見書作
成費40万円を認めている｡
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34

Ｈ17.7.25
東京地裁
医訴CF②151
Ｈ14ワ�15539

無

Ｃ 発熱しＹ診療所で診察を
受けたＡ(２歳)に対し抗生物
質, テオフィリン徐放剤等が
処方された｡ 翌日ＡがＹ診療
所でネオフィリンの点滴投与
を受けたところ, けいれんが
発生し, 四肢体幹機能障害
(障害等級１級)が残った｡ 副
作用の発生を回避するために
添付文書中の用法や使用上の
注意に留意すべき注意義務が
あったところ, 小児について
規定されている用量を上回
る量のネオフィリンを投与し
た｡

重度後遺症
慰300弁50

ｏ 重大な後遺症が残らない
相当程度の可能性を侵害さ
れ, その結果被った精神的苦
痛に関する損害については,
患者に後遺症が残らなかった
可能性の程度, 現に残ってい
る後遺症の程度, 被告医師の
過失の内容等のほか, 本件に
現れた事情を総合考慮｡

35

Ｈ17.8.31
大阪地裁
医訴CF②84
Ｈ15ワ�10921

有
(慰謝料根拠欄
下線部)

Ｂ ＡはＹ病院で慢性胃炎と
診断され, 約１年半後, 胃内
視鏡検査を受けたところ, 胃
体中部後壁に中等度分化型腺
管状腺癌が認められ胃全摘除
等の手術を受けた｡ その５年
余後, 転移による卵巣腫瘍が
確認され開腹手術を受けた
が, 同手術の約２年２ヶ月後
癌性腹膜炎により死亡(当時
46歳)｡ Ｙ病院で撮影された
レントゲン写真には潰瘍性の
病変の存在を示唆するバリウ
ムの溜まりが写っており, 医
師はその病変が胃癌であるか
胃潰瘍であるかを鑑別するた
め, 再度の胃レントゲン検査
や内視鏡検査を実施すべきで
あった｡

死亡
慰800弁80
患者の慰謝料

ｏ 固有筋層に及んだ癌の５
年生存率が82ないし80パーセ
ントであるのに対し, 漿膜へ
浸潤した場合にはそれが47な
いし30パーセントに低下する
ことに照らせば, 当初のレン
トゲン検査の後, 速やかに適
切な治療が行われていたなら
ばＡの死亡時点においてなお
患者が生存していた相当程度
の可能性があったものと認め
られ, その可能性が侵害され
たことによりＡは精神的苦痛
を被ったものであり, その精
神的苦痛については, 本件に
表れた全事情を総合考慮｡

36
Ｈ18.1.19
高松高裁
判時1945・33

無
Ｈ11･Ｈ12引用

Ａ Ａは全身倦怠感, 湿性咳
等を訴えＹ病院を受診したと
ころ,肺線維症と診断された｡
Ａはその後も２年あまりＹ病
院を受診していたが, 症状が
改善しなかったため, Ｃ大学
病院を紹介され同病院を受診
したところ, 特発性間質性肺
炎と診断され, 約６ヶ月後に
死亡した｡ 医師には精密検査
を怠った過失, 肺疾患の専門
医の診断・治療に委ねるか少
なくとも専門医に相談するな
どして治療に当たる注意義務
を怠った過失(及び症状につ
いて説明すべき義務を怠った
過失)がある｡

死亡
慰300弁50
患者の慰謝料
(説明義務違反
慰200｡ 弁50は
説明義務違反
の慰と併せて)

ｏ Ａは平成７年３月末ころ
から激しい咳が出るようにな
り, その後徐々に症状が悪化
し, 約３年10ヶ月後に死亡す
るに至っていること, 特発性
肺線維症は原因不明の慢性進
行型の疾患であり, 予後不良
の疾患であること, 平成３年
調査結果によれば, 同症発症
後の10年生存者が22％, ５年
生存者が50％以下であったこ
と, Ａが延命し得た可能性の
ある期間とは短期間にとどま
った可能性が高いこと, 以上
のほか本件に現れた一切の諸
事情を総合考慮｡

37

Ｈ18.1.25
横浜地裁
裁判所ＨP

Ｈ13ワ�531
無

Ｈ12･Ｈ15引用

Ａ Ａの子であるＸはＹ病院
で出生｡ 分娩前に IUGR(子
宮内発育遅延)と診断されて
いた｡ Ｙ病院が所在する神奈
川県においては, 緊急時以外
にも母体搬送を受け入れる産
科緊急システムが確立されて
いて利用が可能であり, 搬送
も容易であったのであるか
ら, IUGRと確定診断後, 分

重度後遺症
慰500弁50
患者の慰謝料

ｏ Ｙは, 前記認定の高度医
療機関への転送義務違反の過
失により, Xに対し, 重大な
後遺症が残らなかった相当程
度の可能性を侵害したことに
対する精神的慰謝料を賠償す
べき義務があるところ, その
慰謝料額としては, 本件認定
事実において現れた諸般の事
情を斟酌すると500万円が相
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娩前に同システムによりＡを
速やかに高度の医療機関に転
送し, より適切な医療を受け
させる注意義務があった｡

当である｡

38

Ｈ18.1.26
名古屋地裁
裁判所ＨP

Ｈ14ワ�5603

無

Ｃ Ａ(71歳)は前立腺肥大症
の治療を受けるためにＹ病院
に入院｡ 退院の際誤って血糖
降下剤グリミクロンが交付さ
れ, 退院直後, 低血糖性昏睡
によりＹ病院に搬送され約１
ヶ月入院｡ 退院から約１年10
か月後, Ａは階段で転倒し入
院したが入院中転倒し, その
後誤嚥性肺炎を起こし, 約３
ヶ月後, 肺炎により死亡｡ 処
方すべき薬の誤りについては
注意義務違反の程度は大き
い, また, Ａについて付添看
護の措置を講ずるべきであっ
たのにこれを怠った｡

死亡
慰600弁60
患者の慰謝料

ｏ 過失①により, 低血糖症
による重い意識障害に陥ら
せ, ２回にわたって救急車で
Ｙ病院に搬送させるという事
態を招き, 過失③により, 同
人が死亡した時点においてな
お生存していた相当程度の可
能性を侵害した｡ 過失①は極
めて初歩的な過誤であり低血
糖症は重症であったこと, 本
件転倒事故は4回にわたって
生起したものであること, Ｙ
病院はＡに対して過失①及び
同③の２回にわたる過失によ
る不法行為をしたことなどの
諸事情｡

39

Ｈ18.3.15
東京地裁
裁判所ＨP

Ｈ14ワ�10365

無
Ｈ15判決引用

Ａ ＹはXに午後６時から１
時間毎に５回, 陣痛促進剤
PGE2を内服させ, 午後10時
22分から陣痛促進剤アトニン
を点滴投与した｡ 午後11時８
分Ａが出生したが, 重度障害
が残り, ４年後に死亡｡
PGE2投与の22分後にアトニ
ンの点滴投与を開始したので
あるから, Ｙは分娩監視装置
を装着して分娩監視をし, 又
はそれに匹敵する内容・程
度の分娩監視をすべきであっ
た｡

重度後遺症
慰300弁40
患者の慰謝料

ｏ 本件におけるような重大
な後遺症が残らない相当程度
の可能性が侵害され, その結
果被った精神的苦痛に関する
損害については, 以上認定・
説示した本件事案の内容, 特
に, 被告の過失の態様, Ａに
後遺症が残らなかった可能性
の程度, Ａに生じた後遺症の
内容等のほか, 本件に顕れた
一切の事情を総合考慮｡

40
Ｈ18.3.29
名古屋地裁
判時1956・139

無

Ｂ 虚血性心疾患及び高尿酸
血症, 老人性痴呆症の既往が
あるＡ(87歳)は介護目的でＹ
病院に入院したが, その後,
床に仰向けに倒れて死亡して
いるところを発見された｡ Ａ
の死因は心筋梗塞等による急
性心臓死であった可能性が高
く,Ａは肺炎に罹患しており,
医師は病態を明らかにするた
め血液検査等の検査を実施す
べきであった｡

死亡
慰180弁20
患者の慰謝料

ｏ Ａの精神状態が不安定
で, 点滴及び検査等を拒む態
度を見せるなど, 医師が検査
等を行うことが通常に比べ困
難であったこと, 設備のより
充実した病院に転院可能であ
ったのに原告らがＹ病院での
治療継続を求めたこと及びＹ
病院への入院が介護目的であ
ったといった前記の事情も考
慮｡

41

Ｈ18.5.17
東京地裁
裁判所ＨP

Ｈ16ワ�21241

無
Ｈ12引用

Ａ Ａ(63歳)は頭部ＣＴ検査
の結果, 脳出血が認められＹ
病院に入院したが, 翌早朝呼
吸が停止し, その後死亡｡ そ
れまでとは明らかに異なるＡ
の容態を発見した時点におい
て直ちにＣＴ撮影をして脳出
血の状態を確認し, 直ちに対
処し, 対処できないのであれ
ば, 直ちに外科的治療等ので
きる病院に転医の手続を行う
べきであった｡

死亡
慰300弁40
患者の慰謝料

ｏ 亡Ａが死亡しなかったこ
との相当程度の可能性を侵害
され, その結果被った精神的
苦痛に関する損害について
は, 以上認定説示した本件事
案の内容, 特に, 被告の過失
の態様, 上記時点において亡
Ａが死亡しなかった可能性の
程度等のほか, 本件に顕れた
一切の事情を総合考慮｡

42 Ｈ18.6.21 無

Ａ 84歳の女性Ａが自宅で倒
れ, 午前８時25分頃Ｙ病院に
救急車で搬送された｡ Ａはそ
の後別の医療センターへ転送
されたが, 翌日午後９時25分 死亡

ｏ 本件事案の内容, 被告の
過失の態様, 上記時点におい
てＡが死亡しなかった可能性
の程度等のほか, 本件に顕れ
た一切の事情を総合考慮｡ Ａ
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東京地裁
判タ1236・291

Ｈ12判決引用 頃死亡｡ 医師は, 遅くとも午
後７時30分の時点では, Ａが
急性腹部大動脈閉塞を発症し
ていることを疑って転送を開
始すべきであった｡

慰300弁40
患者の慰謝料

の治療費, 逸失利益, 入院慰
謝料, 死亡慰謝料, 原告ら固
有の慰謝料についてはＡが上
記可能性を侵害されたことに
よって生じた損害と認めるこ
とは出来ない｡

43

Ｈ18.7.14
大阪地裁
裁判所ＨP

Ｈ15ワ�11466

有
(比較的高い
割合)

Ａ 前期破水で入院したＸは
陣痛誘発を受けたが, 分娩台
に上がったときには臍帯脱出
を起こしていた｡ Ｘは吸引分
娩によりＡを娩出したが, Ａ
は重症仮死状態で転送後も改
善なく死亡｡ 准看護師が胎児
ジストレスと思われる所見な
いし遷延一過性徐脈と思われ
る所見が認められる旨のＹへ
の連絡を怠り, Ｙは出生後直
ちに, 新生児診療相互援助シ
ステムを利用するなどしてＡ
を高次医療機関に搬送するよ
う手配すべきであった｡

死亡
慰400弁40
患者の慰謝料

ｏ Ａの低酸素性虚血性脳症
の程度を軽減し得た可能性
は, 高度の蓋然性には達しな
いものの, 比較的高い割合で
存在したものと推認するのが
相当｡ Ａの低酸素性虚血性脳
症を防止又は軽減し得た可能
性の程度のほか, Ｙに複数の
過失があること, 低酸素性虚
血性脳症の程度を軽減し得た
のみでは, Ａに障害が残存し
た可能性があり, その程度も
軽度であったとは認め難いこ
とといった事情のほか, 本件
に現れた一切の事情を総合考
慮｡

44

Ｈ18.10.2
青森地裁
八戸支部

判タ1244・250

無
Ｈ15判決引用

Ａ Ａ(55歳男性)は左膝下を
負傷してＹ病院に入院した
が, 負傷部位にガス壊疽が発
症して入院５日目に左大腿部
切断｡ 医師には動脈縫合術に
際し, 血栓形成の原因となり
やすい太い縫合糸を使用した
注意義務違反, 及び, その後
の血栓形成による血行障害の
疑いを見過ごし, 直ちに適切
な検査をしなかった注意義務
違反があった｡

重大な後遺症
(左下肢切断)
慰300弁30
患者の慰謝料

ｏ (割合的因果関係論否定)
本件に現れたＹ病院における
診療経過, 担当医の上記注意
義務違反の程度, 左大腿切断
により原告が被った精神的苦
痛, 左大腿切断を回避し得た
可能性その他本件訴訟等の諸
般の事情を考慮｡

45

Ｈ18.10.13
京都地裁
裁判所ＨP

Ｈ16ワ�3297

無
Ｈ15判決引用

Ａ Ｘ2入院時の胎児心拍数
モニタリング上, 一過性徐脈
がみられた｡ X1は帝王切開
術により新生児仮死の状態で
出生したが重度障害が残り,
Ｘ2は子宮膣上部切断術によ
り二度と子を産めない体にな
った｡ 入院時モニタリング上
遷延一過性徐脈の可能性が否
定できず, Ｘ2が妊娠中毒症
であることからも, 医師は早
剥発生の危険が高いことを念
頭に置き, 胎児心拍数モニタ
リングを連続的あるいは断続
的に実施することを指示すべ
きであった｡

(Ｘ1後遺症)
患者慰1000
Ｘ2Ｘ3各慰100
(Ｘ2後遺症)
患者慰100
(弁護士費用)
Ｘ1 100
Ｘ2 20
Ｘ3 10

ｏ 上記可能性の侵害に対す
る損害賠償として, 財産的損
害を肯認するのは困難であ
り, 精神的損害のみを認める
べきである｡ Ｘ1の後遺症が
重篤であること, その後遺症
が生じなかった可能性の程
度, その他本件に現れた一切
の事情を考慮｡ Ｘ1の出産が
Ｘ2にとって初産であったこ
と, Ｘ2は二度と子を産むこ
とができなくなったこと, 上
記可能性の程度, その他本件
に現れた一切の事情を考慮｡

46

Ｈ19.1.12
山口地裁
岩国支部

判タ1247・310

無

Ａ 進行した膵臓癌と診断さ
れたＡ(50歳女性)が２ヶ月間
余Ｙの独自の理論による診断
及び治療を受けたが, 転医後
８日で膵臓癌・肝転移・肺転
移により死亡｡ ＹがＡに対し
て行った治療は, 末期の膵臓
癌であったＡに対する治療と
して一般的な医学的水準に照
らして適切であったものとは
到底評価できず, Ｙには診療
契約上の法令遵守義務, 診断
義務, 治療義務, 説明義務
及び転移勧告義務違反があっ
た｡

死亡
慰謝料700弁70
患者の慰謝料

ａ ＹのＡに対する説明, 診
断, 及び治療の不適切さを考
慮すれば, ＡがＹ医院での受
診を開始した時点で既に末期
の膵臓癌に罹患しており, 余
命がほとんど残されていない
状態であったことを考えても
なお期待権を侵害されたこと
による精神的苦痛は極めて強
かったものと考えられる｡ 期
待権侵害により被った精神的
苦痛を金銭で慰謝｡
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47
Ｈ19.1.25
東京地裁
判タ1267･258

無
Ｈ15判決引用

Ａ Ｘは生後10ヶ月で発熱と
痙攣を主訴としてＹ病院を受
診し入院｡ Ｙ病院では無菌性
髄膜炎を疑い治療を開始した
が, その後, 結核性髄膜炎と
粟粒結核であることが判明
し, Ａ病院に転院させたがＸ
には重度障害が残った｡ 胸部
Ｘ線画像に異常が認められた
時点で胸部ＣＴ検査をする
か, 専門医に意見を求め, 適
切な治療を行うことができる
医療機関に転医させるべきで
あった｡

重度後遺症
慰200弁20
患者の慰謝料

ｏ Ｘの後遺症は重篤なもの
であり, いわゆる寝たきりの
状態にあること, 過失の態様
は, 原因解明のための努力を
続けていたものの, 結核性髄
膜炎が小児科医がまれにしか
遭遇しないものであるため,
これを想定して迅速に対応す
るのが遅れたというものであ
ること, Ｘに後遺症が残らな
かった可能性は高いとはいい
難いこと, その他本件に顕れ
た諸事実を考慮｡

48
Ｈ19.2.14
名古屋地裁
判タ1282･249

有
(改善率81.6％
著名改善率
35.3％)
Ｈ12引用

Ａ 19歳のＡはＹ病院で肝移
植を受け, その後入院を継続
していたが, MRSA敗血症を
原因とする感染性心内膜炎を
発症し, これを原因とする脳
出血により死亡｡ 腹水の増
加等の感染徴候が見られ,
MRSA敗血症に罹患した疑い
が高まった９月17日には
MRSA感染症に対応すべく血
液等の細菌培養検査を行うと
ともに, その結果に従って,
バンコマイシンの投与をすべ
きであった｡

死亡
慰600弁60
患者の慰謝料

ｏ Ａの感染徴候に対する適
切な対応を怠ったことによ
り, Ａが死亡した時点におい
てなお生存していた相当程度
の可能性を侵害したものと判
断することができる｡ 注意義
務違反の内容, 注意義務が尽
くされた場合における生存の
可能性の程度, Ａの症状その
他本件に顕れた一切の事情を
総合して判断｡

49
Ｈ19.8.24
東京地裁
判タ1283･216

無

Ａ 高血圧及び糖尿病の治療
のためＹ病院内科に通院して
いたＡ(52歳)は, 血便等の症
状のため, 外科にも通院して
いたところ, 転移性の肝癌が
発見され, その約１ヶ月後に
死亡｡ Ｙ病院外科初診時にお
いて, Ａは軟便,血便,下痢,
便柱の狭小等, 大腸癌の典型
的症状を訴えていたのである
から, 医師は直ちに大腸癌を
疑い, 大腸内視鏡等の検査を
実施すべきであったのに経過
観察とした過失がある｡

死亡
慰150弁16
患者の慰謝料

ｏ 本件事案の内容, Ｙ病院
における診療の経過, Ｙ病院
の担当医師の注意義務違反
(過失)の内容と態様, 亡Ａが
その死亡時においてなお生存
していた可能性の程度, 仮に
生存していた場合に予想され
る生存期間, 生活状況と治療
状況, 日常生活動作(ADL)
の状況等, 本件訴訟に顕れた
一切の事情を考慮｡

50
Ｈ19.11.21
大阪地裁
判タ1265･263

無
Ｈ15判決引用

Ａ ＸはＹ病院のメンタルヘ
ルス科で解離性転換性障害と
診断され, 精神疾患を前提と
した治療が開始された｡ その
後, Ｘには意識障害や視力障
害の症状が現れ, Ｙ病院眼科
では視力異常を心因性のもの
と判断したが, 他病院におい
てクリプトコッカス髄膜炎が
原因疾患であったことが判
明｡ Ｘには両眼失明の後遺症
が残った｡ Ｘの視力障害等の
症状の悪化が認められた時期
以降, 神経内科的疾患の可能
性を疑って精査を検討すべき
であった｡

後遺症
(両眼失明)
慰600弁70
患者の慰謝料

ｏ XはＹの前記各過失によ
り, 両眼の失明という重大な
後遺症が残らなかったであろ
う相当程度の可能性を侵害さ
れたことにより, 精神的苦痛
を被ったものと認められるの
で, その賠償を求めることが
出来る｡ Xに適切な措置が執
られておれば, 失明という重
大な後遺症が残らなかったで
あろう可能性の程度, Ｙの過
失の内容・程度, Xの年齢,
家族関係など, 本件に現れた
一切の事情を考慮｡

Ａ ＸはＹ病院において, 左
変形性膝関節症の治療として
人工膝関節置換術, 血栓摘除
術, バイパス術を受けたが,
その後,左下肢壊死が進行し,

ｏ ①Ｘの負った後遺障害は
重いものであり精神的損害も
大きい②医師らには３点の注
意義務違反があり, いずれの
点についても注意義務を尽く
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51

Ｈ20.1.21
東京地裁
裁判所ＨP

Ｈ17ワ�24889

無

転院後, 左大腿切断｡ カテー
テルの先に抵抗を認めた時点
で血栓摘除術を中止し, 血管
造影を施行して, 閉塞部位,
閉塞の範囲, 末梢への血流の
有無等を評価すべき注意義
務, バイパス術を行うに当た
り, その適応の有無, 適切な
吻合部位等を判断するために
血管造影により末梢の血流を
確認すべき注意義務, バイパ
ス術後Ｘに対して下肢切断に
至る可能性についての説明義
務に違反した過失が認められ
る｡

後遺症
(左大腿切断)
慰400弁40
患者の慰謝料

していれば左大腿切断に至ら
なかった相当程度の可能性が
あったと認められる③単に下
肢切断に至る可能性を説明し
なかっただけでなく血行が回
復したかのような誤解を与え
る不適当な説明をしており義
務違反の程度は重大である④
Ｘは手術をしなければ良かっ
たのかと色々考え, うつ病と
診断されている, その他本件
に現れた一切の事情を考慮｡

52
Ｈ20.2.13
大阪地裁
判タ1270･344

無

Ａ Ａは痙性斜頸に対し, Ｙ
病院脳神経外科において先端
的治療である副神経系に対す
るアドリアシン注入術等の外
科的手術を受けたところ, 水
頭症や脊髄空洞症等の疾患を
続発し, 四肢麻痺による臥床
状態を経て約10年後死亡(当
時36歳)｡ ステロイド大量投
与が十分に奏功せず, 頭部
ＣＴ検査において第四脳室の
拡張所見等があり, 同所見が
脳幹を圧迫している可能性が
あると判断した段階で, 第四
脳室水頭症に対する処置を実
施すべきであった｡

死亡
慰450弁50
患者の慰謝料
(説明義務違反
慰180弁20)

ｏ ＡはＡが死亡した時点に
おいてなお生存していた相当
程度の可能性を侵害されたこ
とによる精神的苦痛を被った
ものと認められるところ, 上
記の可能性の程度, Ｙ病院の
過失の程度, Ａがたどった死
亡に至る臨床経過の期間及び
重篤さ, Ａの年齢など, 本件
に現れた一切の事情を総合考
慮(別途アドリアシン注入術
を実施するにあたり説明義務
違反慰謝料等を認定｡)

53

Ｈ20.2.15
徳島地裁
Ｈ15ワ�305

LLI

無
Ｈ12･Ｈ15引用

Ａ Ｘ(68歳男性)は疣痔の切
除手術を受けたが, その後脳
梗塞による後遺症(右上肢全
廃, 右下肢に著しい障害, 身
体障害２級)が発生｡ 脳梗塞
を発症し, その初期症状が発
現していたのに, 看護師は手
術に伴う痛みに過ぎないと判
断して医師に報告しないなど
適切な対応をせず, 医師にお
いてＸの診察, 脳梗塞に対す
る応急処置や転医措置をとら
なかった点に過失が認められ
る｡

重度障害
慰200弁30
患者の慰謝料

ｏ (慰謝料以外を含めて可
能性の割合に乗じた損害を認
めるべきとのＸの主張につい
ては, 認定した損害は重大な
後遺症が軽減されていた相当
程度の侵害に対して認められ
る慰謝料で, 後遺症による逸
失利益や介護費などの相当因
果関係が肯定されてはじめて
賠償義務が生じる損害とは本
質的には異なるから採用でき
ない｡)本件に現れた一切の事
情を勘案｡

54
Ｈ20.2.27
大阪地裁
判タ1267･246

無

B 74歳のＡはＹ病院におい
て心臓弁膜置換手術を受けた
が, 術後, 出血性貧血による
心筋虚血及び心タンポナーデ
を原因とする心不全を発症し
た結果, 低酸素脳症から遷延
性意識障害に陥り, その後死
亡｡ 術後の止血及び輸血措置
が時期及び内容のいずれにお
いても不十分｡ また, 心臓超
音波検査により血腫の存在を
確認した後, 血腫の増大の有
無を確認するため, 胸部Ｘ線
写真を撮影すべきであった｡

死亡
慰450弁45
患者の慰謝料

ｏ 低酸素脳症を発症せず死
亡しなかった可能性は比較的
低い程度にとどまるといえる
ことのほか, 被告医師らの過
失の内容, 程度, Ａの年齢等
本件に現れた一切の事情を斟
酌｡

Ａ 交通事故で負傷したＡは
Ｙ病院に救急搬送されたが心
タンポナーデを発症し, ショ

ｏ Ａは死亡の時点でなお生
存していた可能性を奪われた
ことにより精神的苦痛を被っ
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55

Ｈ20.2.29
京都地裁
裁判所ＨP

Ｈ18ワ�1394

有
(慰謝料根拠欄
下線部)
Ｈ12引用

ックに陥った後死亡(当時57
歳)｡ 心嚢液を排液して心タ
ンポナーデを解除しなければ
ショックから回復させるのは
困難であるし, 排液できれば
ショックから回復することが
十分期待できたというべきで
あるから, 医師は何よりも優
先して心嚢液の排液措置に取
り組むべきであったのに, Ａ
がショックに陥ってから排液
措置に着手するまで約30分も
の時間を費やした過失があっ
た｡

死亡
慰1000弁100
患者の慰謝料

たものと認められる｡ 慰謝料
の金額について検討するに,
Ａが死亡の時点で生存してい
た可能性は決して低いもので
ないばかりか, 単に延命をは
かれたのみでなく, 回復して
日常生活に復帰できた可能性
も相当程度認められるという
べきであり, その他本件で現
れた一切の事情を総合考慮｡

56
Ｈ20.6.26
広島高裁
判タ1278･257

無

Ａ Ｘは右肩関節痛を訴え整
形医師の治療を受けていた
が, 疼痛がなくならないこと
から, Ｙの経営する整骨院で
治療を受けるようになり, マ
ッサージ等の治療を受け, 痛
みのある場合にはＹの指示に
より三角布を使用し安静を保
ってきたが,その後他病院で,
右凍結肩, 右肩関節周囲炎と
の診断を受け, 五十肩の回復
が遅れた｡ 五十肩に対する施
術は柔道整復師の権限ではな
いから, ＹはＸに対し整形外
科医での受診治療を受けるよ
うに転医を働きかける義務が
あるのにこれを怠った｡

五十肩の悪化
ないし回復の

遅れ
慰100弁10
患者の慰謝料

ｅ (｢相当程度の可能性｣の
文言無し)ＸはＹの診療契約
上の義務違反により適切な治
療を受ける機会を奪われ, そ
の結果,(その程度は不明とい
わざるを得ないものの)五十
肩の悪化ないし回復の遅れと
いう損害を被ったのであるか
ら, これを理由とする慰謝料
請求権を有する｡本件の経緯,
特にＸのその後の症状及び治
療経過等一切の事情を考慮

57
Ｈ20.10.31
名古屋地裁
判タ1325･210

無
Ｈ12引用

Ａ Ａ(63歳)は肝腫瘍の治療
目的でＹ病院に入院し, 平成
16年４月13日にRFＡを受け,
同月20日にPEITを受けたが,
同年６月４日, 多臓器不全に
より死亡した｡ 医師には体温
の上昇, CRP値の上昇, 白血
球数の上昇等の感染症をうか
がわせる兆候があったにもか
かわらず, 抗生剤の変更又は
新規投与等の適切な感染症対
策を怠った過失(及びRFA・
PEITを実施しなかった場合
の予後についての説明を怠っ
た過失)がある｡

死亡
慰300弁30
患者の慰謝料
(説明義務違反
と併せて)

ｏ Ａが上記可能性及び説明
を受ける利益を侵害され, そ
の結果被った精神的苦痛に対
する慰謝料については, 本件
事案の内容, Ａがその死亡の
時点に於いて生存していた可
能性の程度及び予後等のほか
本件に現れた一切の事情を斟
酌し300万円をもって相当と
認める｡ 逸失利益, 遺族固有
の慰謝料等は, Ａが上記可能
性等を侵害されたことによっ
て生じた損害とは認められな
い｡

58
Ｈ21.3.25
大阪地裁
判タ1297･224

有
(相当高い程度)

Ａ Ａ(39歳)はＹ病院でＸを
出産後,出血が持続して死亡｡
ＹはＡの血圧が60/34と非常
に低下し, 脈拍125と著明な
頻脈になった上, しっとりと
発汗するなどの症状が現れ始
めていた午前９時30分の時点
で, Ａが軽症ショックの状態
に陥っていることを適切に評
価し, 適切な輸液を行う注意
義務を怠った｡

死亡
慰1500弁150
患者の慰謝料

ｏ ＹはＡのＡが死亡しなか
った相当程度の可能性を侵害
したというべきであり, その
ことによってＡが被った精神
的損害を慰謝しなければなら
ない｡ 上記可能性は相当高い
程度に達していることのほ
か,Ｙの注意義務違反の内容,
Ａの年齢, 家族構成など本
件に現れた一切の事情をしん
酌｡

Ａ,Ｂ Ａは平成２年８月か
らまでＹ医院で慢性肝炎及び
糖尿病の治療を受けていた
が, 平成13年９月, 腹部の腫
れを訴え, Ｂ病院の紹介を受

ｅ 被控訴人の過失により,
Ａは当時の医療水準にかなう
医療を受ける利益を侵害され
たといえるから, 被控訴人は
不法行為による損害賠償責任
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第３. 下級審判決の混乱

１．憂うべき現状

1) 平成12年判決を引用するその後の最高裁判例

平成12年判決以降, 同判決を引用した最高裁判決には別紙一覧表判

決２～判決６と後記平成17年12月８日拘置所脳梗塞判決がある (この

判決は多数意見で相当程度の可能性侵害を認めていないので別紙一覧表

からは除いた)｡

判決２は, 患者の死因を腹部動脈瘤破裂による心不全との主張を否定

した原判断を違法とし, ショック後であっても即刻, 適切な緊急手術等

を行っていれば救命し得た相当程度の可能性があるとして, 原判決を破

棄し差し戻した｡ 判決３は, 肺炎に対する抗生剤投与がされても救命率

の向上は10％を超えないとの病状の重篤さからすれば死亡の時点でな

お生存していた蓋然性までは認められない, として死亡との因果関係を

認めた原判決を違法として破棄した｡

判決４平成15年判決は, 患者に重大な後遺症が残らなかった相当程

論

説

59

Ｈ22.4.27
福岡高裁
Ｈ18ネ�288
刊行物未搭載

無

けた｡Ｂ病院での検査の結果,
末期の肝臓癌であることが判
明し, 同年10月３日死亡した
(当時71歳)｡ 医師にはインタ
ーフェロン治療の必要性を
説明しその治療を勧め, ま
た, 強力ネオミノファーゲン
Ｃによる治療の必要性を説明
しその治療を勧めるべきであ
ったのにこれを怠った過失,
PIVKＡ�Ⅱ検査, 腹部超音波
検査を実施し, 腹部ＣＴ検査
を実施できる医療機関への受
診を勧めるげきであったのに
これを怠った過失がある｡

死亡
慰400弁80
患者の慰謝料

を負うところ, このような治
療を受けることが長期にわた
ってできなかったこと等やＡ
の生存可能性の程度等を考慮
し, Ａの慰謝料は400万円と
するのが相当である｡

出典：医訴 CF～医療訴訟ケースファイル(判例タイムズ社)LLI～Law Library Information

評釈(筆者名冒頭)：民情報～月刊民事法情報(社団法人民事法情報センター)年医法～年報医事法学(日本医事法学
会)１～６最高裁判例については評釈省略
判決９：平沼�明・民情報198・76判決10：伊藤佑輔・民情報203・48判決11：佐藤陽一・判タ臨増1125・92
判決29：柳澤聡・民情報245・59, 良村貞子・年医法22・130判決44：伊藤佑輔・民情報258・70
判決45：升田純・Lexis 判例速報15・69判決52：塩崎勤・民情報267・78
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度の可能性の存在が証明されるときは, 医師は, 患者が上記可能性を侵

害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負うとし

て, 保護法益を ｢生存可能性の侵害｣ から ｢重大な後遺症を免れた可能

性｣ に拡張した｡ 判決５平成16年判決は, ｢相当程度の可能性｣ は, 不

法行為のみならず医療契約上の債務不履行に基づく請求についても認め

られるとした｡ 平成17年12月８日第一小法廷判決・裁集民218号1075頁

は, 脳梗塞による重大な後遺症を免れた相当程度の可能性の存否につき,

多数意見３名はこれを否定した原審判断を是認したが, 反対意見２名は

｢患者が適時に適切な医療機関へ転送され, 医療機関において適切な検

査, 治療等を受ける利益｣ 自体を侵害した賠償責任が生じるとして, 判

断が分かれた拘置所脳梗塞事件である｡

判決６平成21年判決は, 全身麻酔手術中の患者が複数の麻酔薬の投

与量を調整すべき義務を怠り死亡させた件で, 投与量を調節しても死亡

の結果を避けられなかったというような事情が伺われないから, 医師の

過失と患者の死亡との間には因果関係があるとして, その時点で死亡す

ることはなかった相当程度の可能性しか認められないとした原判決を破

棄した｡

2) 相当程度の可能性に言及する下級審判例

ところで平成12年判決の影響を受けて相当程度の可能性侵害による

請求を認めた別紙一覧表判決７ないし判決59では, ｢相当程度の可能性｣

は損害の証明の問題ではなく, もっぱら過失と (死傷の) 結果発生との

間の因果関係の証明の問題に収斂されている特徴がある｡ 平成12年判

決は, 適切な医療を受けるべき機会を奪われた精神的苦痛に対する慰謝

料の賠償を命じた原判決に対して, ｢医療行為と患者の死亡との間の因

果関係の存在は証明されないけれども, ……患者がその死亡の時点にお

いてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは, 医
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師は, 患者に対し, 不法行為による損害を賠償する責任を負う｣ とした

うえで, これと同趣旨をいう原審判断は正当として是認できるとした上

告棄却判決である｡

ここでは, 死亡との間の因果関係の存在となお生存していた相当程度

の可能性の存在が証明対象として並列し対置されているものの, 両者間

の証明程度の差には触れるところがない｡ 後の平成16年判決も, 全く

同一の文言が使われている｡

前者が ｢……因果関係の存在｣ であり, 後者が ｢……相当程度の可能

性の存在｣ との併記からか, 死亡との間の因果関係は証明されない場合

であっても, ｢死亡を免れた相当程度の可能性｣ さえあれば賠償される

べきとの判示であるとされ, さらに前者には因果関係が必要であるが,

後者では因果関係が証明されなくてもなお賠償責任が生じうる法理を明

らかにした, との理解が生じるに至った｡

3) 証明緩和の低額受け皿機能

平成12年判決は, いわゆる期待権侵害, 杜撰不誠実な対応, 治療機

会の喪失, 延命利益の侵害などの構成による請求認容をしてきた下級審

実務の流れの中で, これら構成とはやや異質な理由付けから患者の請求

認容となったように, 過失は認められるが結果発生との因果関係が判然

としない場合の, いわば患者救済法理としての意義はあった｡

ところが, 高度の蓋然性 vs 相当程度の可能性という証明２段階論の

影響もあって, 相当程度の可能性侵害による救済の受け皿が用意された

ためか, 逆に結果発生との間に高度の蓋然性が要求される因果関係を認

めるハードルが高度化することになった｡ つまり証明の程度に２段階あ

るかのごとき誤解が, 厳格な事実認定を要するとの精密司法への志向や

＜単なる可能性＞が＜高度の蓋然性＞との論理的対比からの帰結か, 因

果関係の認定が厳格化してきたように思える｡
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医療過誤訴訟における因果関係の認定上の困難は, 前記のとおり, Ａ

治療効果の不確実性, Ｂ怠慢不作為による病状不明, Ｃ他原因・素因の

競合などの特質に由来して, それぞれに応じた因果関係の判断法理が工

夫されてきた｡ しかしながら, ｢相当程度の可能性｣ が証明緩和による

予備的救済枠組みとの機能から, 逆に過失行為と結果発生との間の因果

関係の判断の特質 (事実の存否の判断) が消えさり, すべてが証明の程

度に転換されてしまうかの如き感がある｡ その結果, (損害として慰謝

料のみ認容という風潮と相俟って) 認容額の低額化が一般化した｡

以下, 第２の判決一覧表に掲げた下級審判決を概観し, 上記に指摘し

た混乱が具体的にどのような形で表れているかについて検討する｡

２．予後統計の検討・当てはめ不十分 (Ａ治療効果の不確実性に起因)

1) 治療行為の効果は不確実であり, 適切な治療を行ったとしても, 必

ず効果が実現できるわけではない (Ａ治療効果の不確実性) がゆえに,

医療過誤訴訟において因果関係を判断するについては, 予後統計が有力

な証拠となることが多い｡ 因果関係の存否は, 医師が注意義務を尽くし

て診療行為を行っていたならば, その患者のその死亡が避けられたか,
・・ ・・

が判断されなければならない｡ 統計資料は因果関係の判断材料の一つに

過ぎず, ある疾病についての統計資料を証拠の一つとして因果関係を判

断する場合でも, 抽象的な統計結果に依拠することなく, ①当該統計資

料の内容を検討し, ②その患者の病状や病期, その患者の当該疾患に対

する治療反応等を個別に当てはめて判断しなければならない｡ しかるに,

統計内容の検討や個別の当てはめを十分に行うことなく, 統計に表れた

疾病の抽象的な予後に依拠して因果関係を否定した判決が少なくない｡

2) 統計資料の検討

判決48は肝移植後のＭＲＳＡ感染症に対する検査・治療義務を怠っ
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た結果, 死亡に至った事案であるが, 判決は, 血液型不適合の生体肝移

植患者の５年生存率が50ないし55％前後と推測されること等を理由と

して, 患者が治癒した高度の蓋然性は認められない, として因果関係を

否定した｡ 判決30は上顎癌患者に対する転医勧告義務違反が認められ

た事案であるが, 過失認定時に患者の上顎癌が臨床病期Ⅲ期に進行して

いた可能性があり, その場合５年生存率が60％に低下すること等を理

由に, 過失認定時からおよそ１年１ヶ月後に死亡した患者について因果

関係を否定した｡

因果関係の有無は, 適切な診療行為を行っていたならば, その患者が,
・・

その死亡の時点でなお生存していたか, が判断されなければならない｡
・・

疾病の予後を示す統計数値としてよく使用されるのが５年生存率である

が, ５年生存率は治療から５年後の生存率を示すものであるから, 当該

疾病の５年生存率が低かったとしても, その患者が治療から５年以内に

死亡している場合には, その患者がその死亡の時点でなお生存している
・・

可能性が低いことを意味しない｡

平成17年11月30日東京地裁判決 (判タ1244号298頁
(５)
) は, 被告医院に

通院していたＡが平成４年２月頃, Ｃ型ウィルス性肝炎と診断され, そ

の後平成13年末頃まで被告医院への通院を続けたが, Ａが平成14年１

月に他病院を受診した際には, いわゆる末期癌の状態で, 同年６月23

日に死亡した, という事案である｡ 判決は, 被告医院の肝細胞癌の早期

発見のためになすべき検査を怠った過失を認め, １年ごとの予後統計調

査を引用した上で, Ａが平成14年６月23日の時点においてなお生存し

ていたであろう高度の蓋然性が認められる, として因果関係を認めた｡

５年以内に患者が死亡している場合, ５年よりも短期間の生存率に関
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する統計資料があれば, より短期の生存率統計資料の方が因果関係を判

断するための証拠としては適切である｡ ５年よりも短い予後統計資料が

なかったとしても, １年後, ２年後の生存率は５年生存率よりも高くな

ることは自明の理である｡ ５年生存率が50％や60％とある程度高い数

値である場合には, １年後, ２年後の生存率は70％, 80％を上回るこ

とが推測され, 過失認定時から１年, ２年でその患者が死亡している場

合には, 因果関係はむしろ肯定されるべきである｡

3) 個別の当てはめ

判決15は脳腫瘍の一種である神経膠芽腫が見落とされた事案であり,

腫瘍摘出手術を行い, 放射線治療及び化学療法を行ったとしても, ２年

生存率は16％から30％とされており, 患者が死亡したのは診断から29

ヶ月後であったとして因果関係を否定した｡

当該疾病の性質 (予後の良し悪しや治療の難易等) が因果関係を判断

するうえで重要な要素の一つであることは当然である｡ しかしながら,

統計的な予後は当該疾病全般についての平均的な数値に過ぎず, 標準的

な治療を行ったとしても, 病状・病期により治療効果は異なるし, 個々

の患者の治療に対する反応 (治療効果の善し悪し) も千差万別である｡

また, 注意義務違反が認められるということは, 治療効果が期待できる

治療行為が存在し (治療効果を期待できる治療行為が存在しなければ注

意義務違反自体存在しない), その治療行為を医療機関が怠ったという

ことである｡ 適切な治療行為が行われれば, 長期の延命にはつながらな

いとしても, ある程度の効果は期待できると考えるのが通常である｡ 上

記判決15においても, 過失認定時の ｢直後からこのような適切な治療

が実施されていれば, 神経膠芽腫の進行や転移を遅らせることができた

と推認すべきである｣ としている｡ それにもかかわらず, 適切な診療行

為によってもその死亡が避けられなかった根拠は判決には述べられてい
・・
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ない｡

4) 当該疾病が一般的に予後が不良であるというだけでは因果関係を否

定する理由としては不十分であり, 過失を認めるが因果関係を否定する

のであれば, 適切な統計資料について, 個々の患者についての個別の当

てはめが必要である｡

まず, 当該事案においてより適切な統計資料を選択し, 個別の事案に

ついてその統計資料が意味するところを検討する必要がある｡ さらに,

過失は認められるが因果関係は否定される場合には, 統計資料のみに依

拠することなく, 適切な診療が行われていても, 具体的病状・病期のそ

の患者に対する治療効果は期待できず, その時点での死亡を免れる可能
・・

性は低かった, と判断する根拠が示されなければならない｡

３．患者の病状不明による立証困難 (Ｂ不作為による病状不明に起因)

1) 医療過誤訴訟において原告が立証すべき主要事実は ｢因果関係の存

在｣ である｡ 因果関係の存否については ｢経験則に照らして全証拠を総

合検討し｣ (ルンバール事件判決, 後述する平成11年２月25日最高裁第

一小法廷判決で引用), 判断される｡ しかるに, 因果関係を判断するう

えで問題となる患者の状態が明らかでない場合は少なくない｡ 患者の状

態が明らかとならない原因は, 医師が必要な経過観察や検査を行わなか

ったという医師の作為義務違反に起因する場合が多い｡ 医師の不作為に

よって患者の病状が不明な場合に, 病状不明を理由として因果関係を否

定する判決が散見される｡

2) 不作為による病状不明

判決24は重症急性膵炎患者に対する特殊療法実施もしくは実施可能

な病院への転送義務違反が認められた事案であるが, 必要な検査が行わ

れていないため, 過失認定時点での患者の状態 (膵炎の重症度) につい
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ては最低平成２年基準スコア７, 平成10年基準スコア９, 最大平成２

年基準スコア13, 平成10年基準スコア15, とかなり幅のある認定しか

できなかった｡ ２で紹介した判決30は被告医院においては上顎癌を疑

っておらず, 過失認定時の癌の進行度がわかるはずもなく, 臨床病期は

Ⅲ期に進行している可能性があった｡ 判決は, 重症急性膵炎が最も重症

であったこと, 上顎癌が最も進んだ病期であったことを前提事実として,

過失と死亡との因果関係については認められないと結論づけた｡

判決37は胎児のときに IUGR (子宮内発育遅延) と診断された原告に

対する高度医療機関に転送し, より適切な医療を受けさせるべき注意義

務違反が認められた事案であるが, 判決は, 転送義務違反と原告の精神

発達遅滞等の重度後遺症との因果関係について, 被告病院では必要な検

査が行われていないため, いつの時点でのべん出が適切であったかを確

定できないこと等を理由に因果関係を否定した｡

膵炎の重症度 (判決24), 上顎癌の病期 (判決30), 原告の最適べん

出時期 (判決37) が不明である原因は, 医師において必要な検査を実

施せず, また必要な検査を行うことができる医療機関に患者を転送しな

かったことにある｡ しかるに, 患者に最も不利な病状を前提として, ま

た, 患者の状態が不明であることを理由として因果関係を否定するとの

判断は, 医師が作為義務に違反した結果, 却って利益を得る結果となっ

ており不当である｡

3) 腰椎麻酔ショック判決

平成８年１月23日最高裁第三小法廷判決・民集20巻１号１頁は, 当

時７歳５ヶ月の患児が腰椎麻酔を実施され虫垂切除手術を受けたが, 執

刀開始後ショックに陥り, 患児に重篤な後遺障害が残った事例である｡

最高裁は麻酔剤能書に記載されたとおりに麻酔注入後10ないし15分ま

で２分間隔で血圧を測定しなかった医師の過失を認め, ２分間隔で血圧
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を測定していたとしても血圧低下及びそれによる低酸素状態を発見し得

なかった, とはいい得ない, ｢２分間隔で血圧を測定しなかったという

医師の注意義務の懈怠により生じた血圧値の推移の不明確を当の医師に

ではなく患者の不利益に帰することは条理にも反する｣ として因果関係

を肯定した｡

4) 上記最高裁判決に照らしても, 医師の不作為により因果関係の前提

となる患者の病状等が明らかでない場合に, 患者にとって最も不利な病

状を前提としたり (損害についての控えめな認定に引っ張られている？),

病状が不明であることを理由として因果関係を否定することは適当では

ない｡ 患者の病状が不明である原因についても総合考慮した上で, 医師

の注意義務違反が患者側の立証上の不利益となることがないよう, 因果

関係の認定を行うべきである｡

5) 平成19年７月４日名古屋地裁判決 (判時1998号46頁, 判タ1299号247

頁) は, 胃部の不快感を訴えて受診した患者が, 開業医である被告診療

所において上部消化管造影検査の結果, 胃潰瘍の可能性が高いとして投

薬の上経過観察とされたが, その約７か月後に別の開業医において胃が

んと診断され, その後紹介先の病院で開腹術が実施されたが, 既に手遅

れの状態となっており, その６ヶ月後に死亡したという事案である｡

上記事案においては, 被告の, 患者のがんは被告診療所における造影

検査時点でⅣ期のスキルス胃がんであったと推測されるから明らかな生

命予後の改善はなかったとの主張に対し, 判決は, 患者のがんの特徴の

１つがスキルス胃がんの特徴と一致するが, この特徴のみで患者の胃が

んがスキルス胃がんであった可能性が高いと見るのは困難であるとし,

患者の胃がんの病期分類はⅡ期かⅢＡ期と見るのが相当であるとした｡

その上で病期分類Ⅱ期及びⅢＡ期の５年生存率, 患者の胃がんの種類,

手術を受けていた場合の切除の範囲等を考えあわせ, 患者が就労可能年
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数に得られたであろう収入を平均賃金 (具体的年収は不明) の55％と

した｡

上記判決は, 少なくとも, 証拠上明らかではない患者の病期について,

最も不利な病期を前提事実とすることはなく, 諸事情を考慮の上, 因果

関係を認め, 逸失利益を算定している｡

４. 因果関係の終点～ ｢救命｣ 論への回帰・その死亡 (後遺症) の検討回

避

1) 平成11年判決

平成11年２月25日最高裁第一小法廷判決・民集53巻２号235頁 (平成

11年判決と略称する) は, アルコール性肝硬変の診断を受けた53歳の

患者が, 肝臓病を専門とする被告医院に２年８ヶ月にわたり毎日のよう

に通院し診察を受けていたが, 被告医院においては肝細胞癌発見に有効

な検査が行われることがなく, 他病院で肝細胞癌と診断されたときには

既に手遅れで, その１週間後に死亡した事案である｡ 延命の可能性が認

められるとしても, どの程度の延命が期待できたかは確認できないから,

医師の注意義務違反と患者の死亡との間に相当因果関係を認めることは

できないとした原審の判断に対し, 最高裁は, 医師が注意義務を尽くし

て診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存

していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性が証明されれば医師の

不作為と患者の死亡との間の因果関係は肯定される, とし, 患者がその

死亡の時点の後いかほどの期間生存し得たかは, 主に得べかりし利益そ

の他の損害の額の算定に当たって考慮されるべき事由であり, 因果関係

の存否に関する判断を直ちに左右するものではない, とした｡

後遺症事案において, 上記最高裁の判断を当てはめれば, 医師の不作

為と患者の死亡との間の因果関係が肯定されるためには, 医師が注意義
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務を尽くして診療行為を行っていたならば, 患者に実際に生じたその後

遺症が生じていなかった (よりよい結果が生じていた) であろうことが

認められれば足り, 患者の後遺症がどの程度軽減されたかについては損

害額の算定に当たって考慮すれば足りる｡

しかしながら, 平成12年判決以降, 因果関係を判断するについては,

患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認で
・・・・

きれば足りることを意識せず, 救命の蓋然性が認められないとして死亡

との因果関係を否定する判決が数多く見られる｡ 後遺症事案においても

同様であり, 因果関係を判断するについて適切な診療行為によって回避

できたのがその後遺症であることを意識していない判決が多い｡
・・・・・

2) その死亡の検討回避

２で紹介した判決48においては, 適切な治療を行ったとしても, 患

者が｢治癒した高度の蓋然性｣までは認められない,として因果関係を否

定し, ｢実際に患者が死亡した当時において, 未だ生存していた相当程

度の可能性はある｣ とした｡ 因果関係を判断するにおいて本来検討すべ

き実際に患者が死亡した当時において, 未だ生存していた高度の蓋然性

については検討が回避されている｡ 同判決によれば, ＭＲＳＡ治療薬バ

ンコマイシンの敗血症に対する改善率は81.6％, 著明改善率は35.3％で

あり, バンコマイシンの適切な投与によって, 発熱などの症状やＣＲＰ

値などの検査数値が実際ほど急激には悪化しなかった可能性は十分にあ

ることは同判決が判示するところである｡ 医師が適切な診療を行ってい

たならば患者が治癒した高度の蓋然性ではなく, 実際に患者が死亡した

当時において, 未だ生存していた高度の蓋然性が検討されていれば, 判

決の結論は異なってくるのではなかろうか｡

また, 判決18は生後３ヶ月の患児が細菌感染症の一種であるウォー

ターハウス・フリードリクセン症候群 (ＷＦＳ) に罹患し, 抗生物質を
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投与しなかった過失が認められた事案であるが, 判決は, 抗生物質が投

与されたとしても患児の ｢死亡が回避できたことについて高度の蓋然性

があったとは認められない｣ として因果関係を否定した｡ しかしながら,

同判決においては, ｢その (抗生物質投与) 効果によって, 少なくとも

６月28日午前７時２分に死亡することはなく, わずかではあっても延

命効果が期待できたものと推認するのが相当である｣ としている｡ 同判

決が回避について ｢高度の蓋然性があったとは認められない｣ とする

｢死亡｣ は実際の死亡の時点 (６月28日午前７時２分) の死亡ではなく,

いずれ死亡するであろう, という抽象的な死亡である｡ 因果関係の判断

の対象となる死亡が患者のその死亡であることが意識されていれば, 因

果関係は認められる事案であったと思われる｡

判決25は新生児１ヶ月検診で先天性胆道閉鎖症が見落とされた事案

であるが, 適切な診療行為が行われていたとしても ｢治癒したと判断す

ることは困難で｣, 医師の過失と患児の死亡との因果関係を認めること

はできない, としながら, 適切な診療行為が行われていれば ｢少なくと

も延命の可能性には有意な差異があったものと推認するのが相当｣ とし

ており, やはり, 因果関係の対象がその死亡であることが意識されてい

ない｡ そのほかにも ｢救命｣ できたとは認められないとして因果関係を

否定している判決は多い (判決17, 31, 55等)｡

判決21は, 肺癌の疑いで経過観察中の患者について, 再度の気管支

鏡検査等を怠った事案である｡ 一審は, 医師が適切な時期に必要な検査

を行い, 適切な治療が行われていたとしても, 患者が救命されたとはに

わかに認め難いが, 現実に死亡した時点よりは相当程度延命することが

出来たものと認めるのが相当であるとして慰謝料及び弁護士費用を認め,

高等裁判所は, 救命された高度の蓋然性があるとまではいえないが, 相

当程度延命することができたことを否定することはできないとして一審
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の判断を支持した｡ 一審, 高裁, 共に医師の過失がなければ患者が実際

に死亡した時点では死亡せず, ある程度延命できたであろうことを認め

ており, 本来, 因果関係が認められるべき事案である｡ 判決は3600万

円という高額な慰謝料を認めており, 事案の結論としては不当ではない

と考えるが, 延命期間が不確定であることが減額の理由であるならば,

因果関係は認めた上で, 損害額について検討を加えるべきであったと思

われる｡

3) その後遺症の検討回避

後遺症事案においても, 何故その後遺症回避の蓋然性が認められない
・・・・・

のか特に言及することなく, 因果関係が否定されている判決が見られる｡

３で紹介した判決37は, 被告病院では必要な検査が行われていないた

めいつの時点でのべん出が適切であったかを確定できないこと, 早期の

胎児べん出に至っても後遺症の精神発達等の全く存在しない症例となっ

て生存していたと断定することはできないこと等を理由に因果関係を否

定する一方, 原告は先天異常児ではないので, 胎児管理, 分娩管理状態

の良い状態で出生していたら予後は一般的に良好であり, 適切な時機に

高度医療機関に転送していれば, 少なくとも精神発達遅滞等の程度が軽

減された可能性はあった, としている｡ 適切なべん出時期が不明である

ことを理由として因果関係を否定することの不当性については３で述べ

たとおりであるが, その問題は別にしても, 適時な転送によっても後遺

症が少しでも軽減される可能性が高くないと判断された根拠は不明であ

る｡

判決50は, 原告の視力障害という新たな異常所見に対し, 神経内科

的疾患が存在する可能性を疑って, 転医させて専門医の診察を受けさせ

るなど, 適切な措置を執るべき注意義務を負っていたのにこれを怠った

として過失を認めた事案であるが, 注意義務と原告のクリプトコッカス
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髄膜炎による両眼失明の因果関係については, クリプトコッカス髄膜炎

が治療自体が容易ではない疾患であり, 過失がなかったとしても原告が

視力を喪失しない段階でクリプトコッカス髄膜炎に対する治療が奏功し

たか否かは疑問であるとしてこれを否定した｡ しかしながら, 判決は他

方, 原告の視力障害が深刻な進行を示したのは過失認定時点以降であり,

治療開始が早いほうが薬剤を投与しても効きやすいとの医師の証言から

も, 早期に診断及び投薬治療がなされていれば, 良好な治療結果が得ら

れた可能性は否定できないとしており, 判決36と同じく, 適切な診療

によっても後遺症が少しでも軽減される可能性が高くないと判断された

根拠は述べられていない｡

4) その死亡・その後遺症について因果関係を判断した判決

平成18年11月22日東京地裁判決 (判時1986号75頁, 判タ1265号293頁)
(６)

は, 進行した大腸癌 (脳転移あり・ステージⅣ) 患者であるＡが, 癌再

発に至るまでの間日常生活を送れるようにするために, 癌切除手術を受

けたところ, 術後に敗血症に陥り, 寝たきりの状態のまま手術から212

日目に転院先の病院で死亡した, という事案である｡ 被告はステージⅣ

の大腸癌は予後が悪く (５年生存率が３％, 脳に転移した大腸癌３例に

ついて退院から87～175日目に死亡, 大腸癌脳転移症例の確定診断時か

らの平均生存期間治療の有無を問わず約６か月等) 因果関係は認められ

ないと主張したが, 判決は, 医師の過失がなければ, その後の経過はＡ

が現実に辿った経過よりも良好であったと認められ, Ａは現実の死亡時

点になお生存していた高度の蓋然性が認められる, として因果関係を肯

定し, 1200万円の慰謝料及び120万円の弁護士費用を認めた｡

上記判決は, 大腸癌の治癒を望むべくもない事案であり, 疾病一般の
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予後も極めて悪い｡ しかしながら, 医師の過失がなければ, よりよい経

過を辿ることが期待でき, よりよい経過を辿れば現実の死亡の時点では

なお生存していたであろうとの判断がなされており, まさしく, 過失と

その死亡との因果関係についての判断を行っている｡
・・・・

平成20年７月18日名古屋地裁判決 (判時2033号45頁, 判タ1292号262

頁)
(７)
は, 被告医院において出生後, 発熱が続いていた患児について, そ

の後転院措置が執られたが, 転院先の病院において大腸菌を起炎菌とす

る敗血症及び細菌性髄膜炎と診断され, 治療が行われたものの患児には

重篤な後遺症が遺った, という事案である｡ 被告は, 治療の開始が早く

ても, 起因菌が強力であったり, 新生児が起因菌に対して弱い体質であ

ったりすれば, 重大な後遺症を残すものであり, 医師の過失がなかった

としても, 治療開始時間の差は最大４時間にすぎないから結果に差は生

じないと主張した｡ 判決は, 治療の開始時期が早まれば早まるほど予後

に有意な差が生じるといえ, たとえ数時間の差異であったとしても, 後

遺障害の程度は大きく変わるものであるとして医師の過失行為と本件後

遺障害の発生との間に因果関係を認めた｡

上記判決は, ４時間程度早く敗血症に対する治療を開始することがで

きたとすれば, 原告に何らの後遺障害も生じなかった高度の蓋然性まで

は認められないものの, 本件後遺障害のような重大な後遺障害の発生を

回避できた高度の蓋然性が認められるとしており, 過失と患者に実際に

遺ったその後遺症との因果関係について判断していると言える｡
・・

5) 多数の判決において, 適切な診療行為が行われていたとしても治癒

(救命) の可能性は高くなかったとして簡単に因果関係を否定した上で,

適切な治療の効果や早期治療の有効性に言及して相当程度の可能性侵害
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を認めている｡ 因果関係の判断の対象となる死亡, 後遺症は, 患者のそ
・

の死亡, その後遺症であり, 因果関係が認められるに当たって治癒した
・・・ ・・・・・

り後遺症が残存しないことは必要ではない｡ 患者が治癒した高度の蓋然

性は認められない, として安易に因果関係を否定することなく, 適切な

治療の効果や早期治療の有効性も踏まえ, 医師が注意義務を尽くして診

療行為を行っていたならば, 患者が実際の死亡の時点でなお生存してい

たか, 患者に実際に残った後遺症が残らずよりよい状態であったか, が

検討されなければならない｡

第４. ｢相当程度の可能性｣ 侵害論は有益か

１. 証明程度と保護法益との間の混乱

1) 多くの下級審判決は, 注意義務違反ないし過失と患者に生じた死傷

との結果との間が, 高度の蓋然性で証明された場合には因果関係ありと

して, 死傷によって生じた全部の損害を認めるが, その程度までは証明

されていないが, ｢相当程度の可能性｣ はあるとして, 若干の慰謝料を

認容する｡ そして, この場合に高度の蓋然性ありとするか, 相当程度の

可能性に留まるかの, 判定する基準が示されることはない｡

高度の蓋然性については, 最判ルンバール判決がしばしば引用される｡

確かに, ルンバール判決は, ｢訴訟上の因果関係の立証は, ……特定の

事実 (ａ注意義務違反の行為) が特定の結果 (ｂその死傷) 発生を招来

した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明すること｣ とされているが,

｢その判定は, 通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち

うるものであることを必要とし, かつ, それで足りる｣ と続くように,

｢高度の蓋然性｣ の有無の判定は ｢通常人が疑いを差し挟まない程度に

真実性の確信を持ちうる｣ ことが必要であるがそれで十分とされている｡

証明の程度が, 高度の蓋然性まで必要で相当程度の可能性では足りない
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と数量比較されているのではなく, ｢通常人が疑いを差し挟まない程度｣

＝高度の蓋然性ありとして, 訴訟上要求される歴史的な証明を満足して

いるとする
(８)
｡ ここでの高度の蓋然性は, 自然科学上での論理的証明に対

して, 経験則による事実関係の牽連を言い換える概念と考えてよい｡

2) ところが, ａ事実がｂ事実を招来したといえるかどうかについて,

高度の蓋然性があればいわば満額賠償, なければ相当程度の可能性にと

どまるとして (低額の) 慰謝料のみ賠償させるのが, 平成12年判決で

あるかのごとき考えが一般化しつつある｡

平成12年判決は, ルンバール判決も平成11年判決のいずれも引用さ

れておらず, また ｢高度の蓋然性｣ という用語すらない｡ 対比されてい

るのは, ｢医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されな

いけれども, ……ならば患者がその死亡の時点においてなお生存してい

た相当程度の可能性の存在が証明されるときは, ……賠償する責任を負

う｣ とあるように, ＜死亡との間の因果関係の存在＞と＜なお生存して

いた相当程度の可能性の存在＞が証明主題として対置されている｡ より

正確には, 後者は＜なお生存していた相当程度の可能性 (との間の因果

関係) の存在＞とすべきものであった｡

この判決により, ａ事実と＜死亡との間の因果関係の存在＞が立証で

論
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(８) 元来訴訟上の証明は (自然科学者が真実を目標とする論理的証明では

なく) 真実の高度な蓋然性をもって満足する歴史的証明であり, ｢通常人

なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証

明できたとするものである｡ だから論理的證明に對しては當時の科學の水

準においては反證というものを容れる餘地は存在し得ないが歴史的證明で

ある訴訟上の證明に關しては通常反證の餘地が殘されている｡｣ とされた

最判昭和23年８月５日・刑集２巻９号1123頁 (隣室の未知の他人のレイン

コートから財布を拔き取つた行爲と窃盜意思の推斷)｡ 論理的証明は真実

そのもの→反証余地なし, 真実の高度の蓋然性→反証の余地が残る｡



きない場合であっても, なお賠償請求が棄却されないで, 医師が損害を

賠償する責任を負うとなったのであり, それは, ｢なお生存していた相

当程度の可能性の存在｣ が新たな保護法益として認知されたといえる｡

3) この点について, 平成12年判決を ｢権利侵害構成に名を借りた確率

的心証論
(９)
｣, あるいは ｢相当程度の可能性の存在｣ という形にメタモル

フォーゼされた ｢軽減された因果関係
(10)
として因果関係の証明度の軽減を

図った｣ との理解と, 保護法益性を明らかにしただけで通常通りの証明

が要求されると理解する立場
(11)
の相違があるが, 少なくとも医師の責任を

認めるに必要とされる患者側の因果関係の証明度を低下させた結果をも

たらした (実際に負担緩和ないし軽減したのであれば, 従来どおりの死

傷損害を負担させねばならない) と考えてよい
(12)
｡ 証明度軽減というのな

ら, 低い証明度で同じ効果が与えられねばならないが, 平成12年判決

は原審が認定した賠償額である慰謝料200万円の支払いを是認した上告

棄却判決にすぎず, 証明度について全く言及がない判文からは無理な解

釈に思われる｡

このように ｢相当程度の可能性｣ を因果関係の証明度緩和とみるか,

死傷とは別個の新たな保護法益 (損害) として認めるのかの相違がある｡

ともあれ, ａ事実つまり医師の注意義務違反の行為によって, ｂ事実つ

まり当該死傷の結果を招来したといえるかどうかの因果関係については,

第１で述べたように, ①疾病生体反応の未解明, ②治療効果の個体差,
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(９) 大塚直・｢不作為医療過誤による患者の死亡と損害・因果関係論

２つの最高裁判決を機縁として｣ ジュリスト1199号14頁 (2001)

(10) 円谷峻・判例批評ひろば59巻９号73頁 (2006)

(11) 平沼高明・判批・｢証明については何ら触れていないから証明度を軽

減したと解すべきでなく通常どおりの証明が要求されている｣ 民事法情報

218号102頁 (2004)

(12) 前田順司 ｢医事法判例百選｣ 165頁 (2006)



③再現不可能,という医療行為の特質に加えて訴訟上の証明困難が,Ａ�

治療効果の不確実性 (共通型), Ｂ�不作為による病状不明 (不確実増

強型) Ｃ�他原因・素因の競合, という形で上記ｂ事実が具体化する｡

そしてそれは, 医師の過失がなければ ｢当該死亡の時点でなお生存しえ

たか｣ という平成11年判決の証明主題に置き換えられて, 延命可能性

の有無に収斂してゆく｡

4) その結果, ｢延命利益侵害論についての実務的な判断順序は, 医学文

献, 鑑定等の各証拠から医療行為と患者死亡との間の因果関係が証明さ

れないときに, 患者が生存していた相当程度の可能性の存在が証明され

るとの判断に及ぶのが通例であり, 実際のところは因果関係の証明度を

軽減させて結論を導いている｣ (前注(12)の165頁) ことになり, ｢相当

程度の可能性｣ は因果関係の証明が ｢高度の蓋然性｣ まで及ばない場合

の, 賠償認容のための受け皿となっているのである｡ そのために, 証明

主題は判然とせず, また認容額も低額の慰謝料にとどまっている｡

２. 行為義務の性質から回復可能性の侵害が帰結される

1) しかしなぜ証明度が緩和されるのか, また新たな保護法益, 被侵害

利益の性質をどのようにみるのか, さらに医療過誤以外の領域にも拡大

しうるのかと考えてゆくと, 医療における行為義務の性質に行き着く｡

医療は, 疾病から患者の身体に生じつつある危険を除去ないし軽減する

試みであって, 必ずしもよき結果の達成を保証するものではないが, 危

険防止のために水準的な治療を提供すべき義務がある｡ よく知られる最

高裁昭和36年２月16日民集15巻２号244頁輸血梅毒事件が, 医業に従事

する者は ｢その業務の性質に照らし, 危険防止のために実験上必要とさ

れる最善の注意義務を要求される｣ のもこの趣旨である｡

患者に回復可能性がある限り医師には治療義務が生じる｡ なすべき診

論

説
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療を怠った場合には, 患者は水準的治療による (危険の軽減除去による)

病状回復の可能性 (治療機会といえる) を奪われたことになる (治療義

務違反の過失は回復可能性侵害とほぼ同義である)｡ そしてそのために

(死傷という結果が生じて) 回復可能性が奪われたとの権利侵害が生じ

ることになる｡ ｢相当程度の可能性｣ とは, こうした医療行為が疾病に

伴う危険防止のための治療義務を怠った場合に, 患者が被る治療 (治癒

回復) 可能性の侵害をいうと考えられる
(13)
｡

2) 医療行為は, 疾病による生命健康に対する危険を除去軽減するため

の専門的営みであり, そこで保護されるべき法益は生命健康の維持改善

である｡ なすべき治療を怠ることは, それ自体が医師の基本的債務の不

履行であり, 診療を期待して専門家に身をゆだねた患者は治療機会の喪

失という損害を被る
(14)
｡ そこでは単にその機会を喪失しただけでなく, お

よそ治療を受ける機会が永遠に失われるという事実が生じる｡ ｢ここで

の損害は身体に生じた危険の現実化であり, 患者の姿は変わってしまっ

ている
(15)
｣｡

医師が治療を怠った場合には, その治療によるいわば仮定的な治癒回

復可能性が奪われたことになるが, それは次の治療機会によって治癒回

復可能性が実現して病状が治癒改善するかもしれないが, 死傷の結果が

医
療
訴
訟
に
お
け
る

｢

相
当
程
度
の
可
能
性｣

の
漂
流

122(477) 法と政治 61巻 3号 (2010年 10月)

(13) 古くは石川�俊判例批評 ｢救命の可能性あるところに医師の診療義務

がある｣ 134頁脳神経外科速報11巻２号 (メディカ出版 2001), 近くは石

川�俊 ｢理論的な課題｣ 加藤編・実務医事法講義177, 211頁 (民事法研究

会 2005)｡ 松並重雄 ｢最高裁判所判例解説民事編平成15年下｣ 643頁 (法曹

会 2006), 淡路剛久 ｢民法709条の法益侵害と最近の三つの最高裁判例

(下)｣ 10頁・法曹時報61巻７号 (2009) がある｡

(14) 石川�俊・｢治療機会喪失による損害 期待権侵害論再考｣ 自由と

正義39巻11号29頁 (1988)

(15) 石川�俊 ｢延命利益, 期待権侵害, 治療機会の喪失｣ 新裁判実務体系

Ⅰ・307頁 (青林書院新社 2000)



発生して当該治療事態が無益なものに帰したときには, 治療機会喪失と

いう権利侵害が, 死傷の結果発生として具体化確定する｡ この場合の損

害事実は, 生じている死傷という身体被害であるが, 医師の注意義務違

反によって帰責されるべき損害割合は, 身体被害全部でなくて, 奪われ

た治療機会が現実化した部分である治癒回復可能性の割合でしかない｡

治療機会喪失により侵害された治癒回復可能性が, ｢生存していた可能

性の程度に応じて逸失利益等の財産的損害を割合的に認めるようなこと

ができる
(16)
｣ のはこのような, 当該行為義務の性質から想定損害が帰結で

きることに由来する｡

3) 医師の義務違反が当該死傷の結果を招来したとして, 因果関係を肯

定したうえで, 医師が負担すべき損害賠償の範囲を割合的に減額してき

た多くの裁判例は, こうした医師の行為義務の性質から発生結果に対す

る起因力を否定するのは正義に反すると映るからであった
(17)
｡

前記証明上の困難A治療効果の不確実性については, 多くの症例に基

づく経験科学である医学の世界で, 治療効果とはもともと可能性を追求

するもので確実というものはない｡ また病状の進行など具体的な条件下

で, 医師が専門的裁量を発揮してもっとも期待される治療法を取捨選択

してゆくのが臨床医療の実際であることから, 与えられた条件下で裁量

論
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(16) 松並重雄 ｢時の判例｣ ジュリスト1213号134頁 (2001), 林道晴 ｢取引

法判例研究｣ NBL792号68頁 (2004)

(17) 自然科学上の論理的証明とは異なる訴訟上の歴史的証明においては,

反証を通じて疑いの余地があることをもって高度の蓋然性を否定すること

はできないとする, 牧山市治 ｢最判解民事編昭和50年度｣ 471頁 (1979)｡

また伊藤真 ｢証明度Ⅰ｣ 15頁ジュリスト増刊民事事実認定 (2006) は, ｢裁

判官に司法権の行使を付託している国民の視点からは, その疑義にこだわ

って当該事実の存在を否定することが正義に反すると映るような場合には,

高度の蓋然性を肯定して差し支えない｣ とする｡



の選択を行うべき医師を前提に, 当該過失がなかった場合に結果回避が

可能であったことを認定して因果関係を肯定している｡ 前掲輸血梅毒事

件では, 体は丈夫かと発問しても供血者に真実の答述を期待するのは統

計的にも不可能であって因果関係がないとの主張に対して, 職業的供血

者であるというだけで常に悉く真実を述べないと速断することはできず,

担当のＡ医師が懇ろに真実の答述をなさしめるように誘導し, 具体的か

つ詳細な問診をなせば, 梅毒感染の危険があることを推知できる結果を

得られなかつたとは断言し得ない｡ 所論は抽象的にこの問題を論定する

もので採用できないとした｡

また前記一覧表判決５平成16年スキルス胃癌事件では, 仮に再度の

内視鏡検査を実施しても患者の胃癌が化学療法の奏功するものであった

かどうか証明されておらず義務違反との因果関係がないと争われたのに

対し, ｢適切な再検査を行っていれば, Ａのスキルス胃癌を発見するこ

とが十分に可能であり, これが発見されていれば, 上記時点における病

状及び当時の医療水準に応じた化学療法が直ちに実施され, これが奏功

することにより, Ａの延命の可能性があったことが明らかである｡｣,

｢Ａの病状等に照らして化学療法等が奏功する可能性がなかったという

のであればともかく, そのような事情の存在がうかがわれない本件では,

……Ａが死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があっ

た｣ として, 注意義務違反と結果発生との間の因果関係を肯定した｡

判決６平成21年全身麻酔剤事件でも, 過失が特定されていない以上心

停止による死亡と医師の注意義務違反との間の因果関係は認められない

との反論に対し, ｢医師がプロポフォールと塩酸メピバカインの投与量

を調節したとしてもＡの死亡という結果を避けられないというような事

情は伺われないのであるから, ……投与量をどの程度減らすかについて

医師の裁量にゆだねられる部分があったにしても上記結論を左右しない｣
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と退けている｡

多くのＡ類型は, 当該治療における統計上の回復率が高度の蓋然性を

認めるに至っていないなど, 予後統計の検討・当てはめ不十分で ｢所論

はひっきよう抽象的にこの問題を論定しようとするもの｣ (輸血梅毒事

件) であるにもかかわらず高度の蓋然性をいとも簡単に否定した誤りが

ある｡

4) 前記証明困難類型Ｂは怠慢不作為による病状不明がある｡ これらは,

医師の病状観察が不十分なために, 果たして患者が治療の適応であった

か否かが判然としない類型である｡

前記の最高裁腰椎麻酔ショック事件では, 仮に２分間隔の血圧測定を

なしたにしても結果発生を防止し得なかったので因果関係はないとの医

療側主張に対して, 医師の注意義務懈怠によって生じた血圧値の推移の

不明確を当の医師にでなく患者の不利益に帰することは条理にも反する,

と退けたのは既に述べたとおりである｡

大阪高判平成８年９月26日・判タ940号237頁死因不明レントゲン事

件では, 死因不明のため何が結果回避義務違反の過失となるか判明しな

いとして請求棄却した原判決を破棄して, 患者死亡による全部損害を賠

償させるに際し, レントゲン検査をすれば病状が判明し適切な治療法を

選択して実施するであろうから医師のレントゲン検査等を怠った過失と

患者の死亡との間の因果関係は認められるとし, 最高裁も医療側の上告

を棄却して原審判断を是認した
(18)
｡

5) 最後に証明困難類型Ｃである他原因・素因の競合例では, 他原因な

いし素因が治療の対象である場合には, 患者の病状ないし体質を考慮し

たうえで治療方法が決まるのであるから, これらを理由に因果関係を否
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(18) 判批に稲垣喬 ｢患者の死因不明の場合における医師の義務違反と因果

的帰責論｣ 269頁 (医師責任訴訟の構造 有斐閣2002) がある｡



定したり減殺することは許されない｡ 何らかの疾病があって生命身体へ

の危険が進行している患者が医療の客体であるから, 対象である患者の

属性ゆえに注意義務違反ないし過失が否定されることはあっても, いっ

たん過失と評価される, つまり危険除去義務違反がある, すなわち懸念

された危険が現実化しているのに, その責任が否定されるようなことは

ない｡ 言い換えれば, 危険除去義務違反の過失が認められ, 過失となっ

た懸念される危険の具体化が実現しているのであれば, 危険が現実化し

た死傷の結果は, 医師の義務違反に由来するとなるのが, 論理的帰結で

ある
(19)
｡ この種の過失は, 結果発生との間の因果関係が強く推定されるこ

とになる｡

ところが治療義務の対象とならない (過失と関係しない) 他原因・素

因……たとえば薬剤に耐性ある体質で奏功しない, 麻酔時の悪性過高熱

など……については, 当該治療の阻害要因となるのであれば, 施すべき

治療機会 (治癒回復可能性) が客観的には減少していると見られるから,

失われた治療機会の価値評価に際し減殺要因となって, 割合的賠償につ

ながる｡ 人身賠償に関わる従来の多くの判例は, 他原因ないし素因競合

の場合には, 割合的因果関係ないし確率的心証から寄与度論として割合

的認定をしている
(20)
｡
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(19) 未熟児網膜症治療での激症型ゆえに因果関係なしとした医療側上告を

棄却した最高裁昭和60年３月26日判決・民集39巻２号124頁は, ｢被上告人

が未熟児網膜症の激症型であったことに照らすと, 不適切なものであった

というべきであり, このため被上告人は光凝固等の外科的手術の適期を逸

し失明するに至ったものであるから, ｂ医師には医師としての右注意義務

違背の過失があったものというべきであり, 右処置と被上告人の失明との

間には相当因果関係があるものというべき｣ とした｡

(20) 小賀野昌一 ｢割合的認定論の法的構成｣ (交通償法論の新次元, 判タ社

2007)

126(473) 法と政治 61巻 3号 (2010年 10月)



ところが別紙一覧表の判決４種は, 平成11年判決による因果関係の

終点であるその死亡を回避できたどうかの検証が殆どなされずに, 病状

の重篤さから因果関係を簡単に否定して, 相当程度の可能性侵害による

受け皿へ流れて, 低額賠償が導かれている｡

従来の寄与度減責論は, 発生損害と行為過失との因果関係を認めた上

での割合的調整であったのに比し, ｢相当程度の可能性｣ 論はこれらの

因果関係を否定したうえで慰謝料一本による賠償を図るのであるから,

帰責範囲としての因果関係がほとんど検討されない不透明感と低額賠償

による名目責任という事態を誘導している｡

３．治療機会喪失による損害の評価算定 機会喪失論再考

1) それでも ｢相当程度の可能性｣ 論は, 過失と結果発生との間の因果

関係が認められない場合に, なお医師の賠償責任を認める受け皿として

現実に機能している｡ そして因果関係の証明度に至るか否かで, その判

定基準がいかなる程度まで要求するかはさておき, 損害全部を賠償させ

るか棄却するか大きな岐路に立たされる｡ そこで ｢相当程度の可能性｣

…… (延命ないし回復) 可能性侵害論が果たすべき役割とその守備範囲

が検証されてよい｡

医療行為に関する責任には, Ａ疾病から生じる生命身体への危険を防

止し管理すべく専門技術的技量を発揮すべき診療義務の側面と, Ｂ専門

職業人として患者の主体性を尊重すべく情報提供義務とに大別される
(21)
｡

前者の診療責任とは, 生命身体に対する危険防止責任であり, その危険

には患者を悩ます疾病の進行に由来する不健康 disease と, 薬剤や医療

機器による医療行為がもたらす生命身体への侵襲がある｡ 診療義務は,

論
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(21) 石川�俊前注(13) ｢理論的な課題｣ 176頁 (加藤編・実務医事法講義

民事法研究会2005)



疾病から生じる生命身体への危険を除去軽減する医学的治療によって,

具体化される｡

そしてまた治療という医療行為は, ①疾病生体反応の未解明, ②効果

の個体差, さらに③同一条件での再現不可能という事情から, 必ずしも

奏功するとは限らず, 成功を約束できるものではない｡ 治療とは, 永遠

に健康回復への可能性 (機会) を提供するものにすぎず, 治療義務違反

による損害は本来的に治療機会喪失でしかなく, 回復それ自体とは区別

された回復可能性の喪失, つまり回復の割合的喪失でしかない｡ ただ,

回復可能性が非常に高いとき, 例えば10人中の 7, 8 人が完全回復する

ような手術がなされずに患者が死亡したような場合には, ｢通常人なら

誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明

できた｣ (前掲注１の最判昭和23年８月５日判決が示す判定基準) とし

て, 死亡という発生事実が治療義務違反と因果関係ある損害として帰責

されることになるだけである (その種の手術を患者10人全員に怠ったとき

には, 総額で 7, 8 人分の死亡損害でなく, 10人分の死亡損害を賠償しなけ

ればならない)｡

｢相当｣ 程度か ｢かなり｣ か ｢わずか｣ かはともかく, 治療義務違反

による被侵害利益は治癒可能性の喪失であり, 患者から見れば延命可能

性ないし治癒回復可能性であるから, 平成12年判決がいう ｢その死亡

時点でなお生存していた可能性｣ こそが救命のための治療によって保護

されるべき法益である｡

2) 治療義務懈怠による損害は, 治癒回復可能性の侵害によるものだと

しても, いかにしてその損害を評価算定すべきであろうか｡ 医師が治療

によって保護すべきだとして治癒回復可能性は, 当該患者の生命体の価

値を回復割合に応じて算出するほかない｡ そして一般に疾病の治療効果

は, 1)患者の体力や素因など宿主因子, 2)疾病の重篤さや進行度など
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疾病因子, 3)どのような治療法が可能かの治療側因子, によって決定

される｡ これを当該の治療機会が持つ価値としての回復割合は, α当該

患者＝宿主因子に, βその時点の病状＝疾病因子に対し, γある治療法

＝医療側因子を施行する, ことから客観的に期待できる治療回復率とい

える
(22)
｡

もっとも肝癌調査や胃癌統計のように全国規模で大規模な予後統計が

なされている疾病や治療法は少なく, 疾病の治療法の多くは医療施設ご

との累積調査によってその効果ないし病状改善率が経験的に明らかにさ

れているにすぎないから, 客観的な治療効果の判定は必ずしも容易では

ない｡ しかし, 臨床医療における水準とされる治療法であれば, かなら

ず一定の治療効果が期待され, また一般に予後因子の検討もなされてい

るから, 医療文献や鑑定結果から当該治療によるおおまかな奏功率を導

き出すことはさほど困難ではない｡ また効果がほとんど期待できない治

療法ならば, 水準的医療を構成しないから, 治療義務違反が過失と評価

されることもまたないであろう｡

3) こうして治療機会喪失による損害は, 目標とする改善後の身体価値

に回復割合を乗じたものとして積算評価できる｡ ここでの損害事実は,

医師の注意義務違反によって失われた価値がいわば内包している, 治療

機会喪失を確定的にした死傷の存在である｡ それはちょうど, 損害費目

としての逸失利益が, 死傷という現実から将来的な稼働能力減少を評価
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(22) ２年毎の日本肝癌研究会：全国原発性肝癌追跡調査によれば, α…肝

障害度, β…腫瘍の数, 腫瘍径, γ…肝切除, 肝移植, エタノール注入療

法, ラジオ波焼灼術, 肝動脈塞栓療法などの因子ごとに, 10年から１年ま

での各年の累積生存率がされている｡ また乳癌治療での外科摘出術と放射

線ないし抗癌剤治療での比較累積生存率調査や冠動脈疾患の程度に応じた,

経皮的冠状動脈形成術 PTCAと冠動脈バイパス術 CABGとの予後比較も報

告されている｡



算出するべく, 得べかりし収入 (という個別患者の実情)×労働能力喪

失割合 (身体機能の完全性からの逸脱度を統計的に推定) という計算式

で数値化する賠償実務に類似している
(23)
｡

｢相当程度の可能性｣ 侵害の概念について, ｢実質的には生命の割合

的なものとして理解した場合や因果関係の証明の程度を軽減する法理と

して理解した場合には逸失利益を認める方向に傾き, 生命を考慮すると

しても生命とは切り離された新たな法益として理解した場合には逸失利

益を認めない方向に傾く｣ との理解
(24)
が一般である｡

4) 損害論から平成12年判決の射程範囲をどうみるかにつき, 賠償範囲

を慰謝料に限るか逸失利益等の経済損害も含むかにつき, 意見が分かれ

ている
(25)
｡ 判例は, 一覧表判決33が急性脳炎の誤診による重度後遺症に

つき患者両親の慰謝料のほか治療費, 交通費, 専門家意見書作成料を認
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(23) 大島眞一 ｢交通事故損害賠償訴訟における虚構性と精緻性｣ 判タ1197

号27, 29頁は, 逸失利益については高度の蓋然性による証明が困難である

とするが, もとより将来における推定値でしかない｡

(24) 永野圧彦・伊藤孝至 ｢相当程度の可能性に関する一考察 分析と展

望｣ 判タ1287号71頁 (2009)｡ 回復可能性の確定的喪失が死傷という結果

に表象されているのであり, 個々の治療機会が与えられずに抽象的な回復

可能性が失われた場合とは異なる｡ 後者なら純粋の機会喪失であり客観的

義務違反による人格利益侵害としての慰謝料が妥当するが, 前者ならば死

傷結果の割合的損失として経済損害を含む全損害の割合的範囲となる｡

｢実質的には生命の｣, ｢生命と切り離された新たな法益｣ との中身が問わ

れなければならない｡

(25) 可能性の程度に応じて逸失利益等の経済的損害を割合的に算定できる

とする, 窪田充見ジュリスト1202号69頁 (2001), 澤野和博名経法学10号

187頁 (2001)｡ 飯塚和之判タ1157号114頁 (2004), 前田達明・判例評論

555号20頁 (2005) などが逸失利益を含むとし, 慰謝料に限るとするのは

鎌田馨・判例セレクト362頁 (2002), 前田陽一・判例講義民法Ⅱ197頁

(悠々社2002) など｡
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めた例を除けば, 患者および両親の慰謝料 (それに弁護士費用) しか認

めていない｡

｢相当程度の可能性｣ は, 生命身体を考慮の対象とするものの, それ

とは別の保護法益であるし, 可能性はあくまで可能性に過ぎないから,

生命身体が侵害された逸失利益等の全部損害に可能性をダイレクトに乗

じて逸失利益を認めることは妥当でないとの異論もある
(26)
｡ しかし, 抽象

的な回復の可能性が奪われたという可能性それ自体が損害でなく, 永遠

の可能性喪失を表す死傷の結果が現在しており, ｢あくまで可能性に過

ぎない｣ (もはや可能性を追求できる身体は失われている) 事態を飛び

越えているからこそ, 治療義務違反の過失が認められている｡ そして提

供すべきであった治癒回復可能性が奪われた結果が患者の死傷として具

現化しているのであるから, その奪われた治癒回復可能性の価値を評価

をするのに, 全部損害の割合的算定をするのに不合理はない｡

一連の下級審判決は, 相当程度の可能性割合すなわち奪われた治療機

会＝治癒回復可能性の算出に殆ど言及しないで, 高度の蓋然性はないも

のの相当程度の可能性はあるとして, なぜか当然のように慰謝料のみを

認定し, 他の損害費目について因果関係の有無についても検討すらしな

い｡ 少なくない判決では, 最高裁平成12年判決や同15年判決が引用さ

れているが, これら判決が逸失利益等の経済損害を否定したわけでもな

いし, 損害額認定の手法に言及しているのでもないから, なぜに慰謝料

のみ (しかも請求額の数分の一にとどまる) が認容されることになるの
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(26) 前掲注(24)71頁。｢相当程度の可能性｣ は, 生命・身体を考慮の対象

とした法益ではあるものの, それとは別の保護法益とみるべきであるし,

可能性はあくまで可能性に過ぎない｡ だとすれば, ｢相当程度の可能性｣

が侵害されたからといって, 生命・身体が侵害されたとして算定された逸

失利益に, ｢相当程度の可能性｣ をダイレクトに乗じて逸失利益を認める

こと (確率的損害論の採用) は妥当でないように思われる｡



か, 理由が示されない不透明が通例となった｡

４．まとめ

1) 元来, 疾病に悩む患者に対して水準的医療による治療を施すのが医

師の義務であるところ, さまざまな医療行為は疾病に伴う生命身体上の

危険を除去する試みにすぎず, 患者の自然治癒力を医療が助けることが

治療の本質であるといえる｡ したがって, 医療は病状の治癒回復を請け

負うものでないし, 危険を除去軽減することで治癒回復の可能性を引き

出すために ｢実験上必要とされる最善の注意義務｣ を尽くせば足りる｡

これを保護法益の面から言えば, 医師が適切な診療による治癒回復可

能性を追求することを怠れば, 患者には治癒回復の可能性を侵害された

こととなり, 治療機会喪失による損害が生じる｡ そしてその損害は, そ

の患者が当該治療を受けることで期待された治癒回復可能性の喪失であ

るから, 当該患者の生命身体の完全性喪失を損害評価したものに, 奪わ

れた回復可能性割合を乗じたもの, と考えてよい｡

奪われた治癒回復可能性とは, 当該なすべき治療によって期待される

予後効果であって, 医学専門的な知識経験による補充がなければその価

値を算出するのも困難である｡ ある治療法を施した場合の予後は一般に,

患者側因子, 疾病因子, 医療側因子などに影響されるところ, ある疾病

ないし治療に関する多くの予後統計は, 必ずしもこれら諸因子を考慮の

うえ統計算出されたとは言い難く, 当該患者が失ったその治癒回復可能

性を算出評価するのに適切とは言い難い｡

2) いずれにせよ治療機会喪失による損害とは, 医師の治療行為によっ

て達成しようとした患者の治癒回復可能性の客観的価値を算出したもの

に他ならず, 基本的には期待された治癒回復という治療目的達成への程

度割合でしかない｡ 但し, 医師が適切な診療を行っておれば, 実際に生
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じた患者の死傷という歴史的事実が避けられたと ｢通常人なら誰でも疑

を差挾まない程度に眞實らしいとの確信を得ること｣ ができるならば,

当該死傷という事実そのものから生じる全損害を医師が賠償すべきとさ

れる｡ またその程度までの訴訟上の証明がなしえない場合には, 失われ

た治癒回復可能性の価値を客観的に評価算定して, 医師の義務違反によ

る被侵害利益を損害査定すればよい｡

それには, １) その患者に対し, 過失とされる病状時点で, 当該医師

がなすべき治療法を施した場合に予測される患者の治癒回復可能性の割

合を認定し, それに２) 現に生じた死傷の結果に伴う全損害, を乗じて

算出される｡ １) の治癒回復可能性は, α患者側因子, β疾病因子, γ

医療側因子を条件にして臨床疫学の立場から割合を認定すればよい｡ こ

こでは抽象的な治癒回復可能性ではなく, その患者に対する過失時点で

の当該医師 (または転送先医療機関) による治療による, 具体的な医学

経験則的な判断であって基礎となる事情は当該の歴史的な事実である｡

3) 相当程度の可能性侵害とは, 医療行為上の過失による患者の身体被

害を医師の行為義務の性質から捉えたものであり, 治療機会喪失による

損害にほかならない｡ 訴訟上の因果関係の証明主題が, 特定の事実が特

定の結果発生を招来したことを是認しうる高度の蓋然性にあることから,

｢通常人なら誰でも疑を差挾まない程度に眞實らしいとの確信を得るこ

と｣ ができる場合には, 死傷結果の全部を損害と評価できるが, そうで

ない場合には, 割合的可能性が賠償されるべき損害である｡

この意味で, 可能性侵害論は医療過誤訴訟における損害の通有性とい

える｡ そして平成12年判決以降の下級審実務では, 過失と死傷結果と

の間の因果関係が認められない場合に, なお医師に賠償責任を課す論拠

として, 証明責任軽減による被害者救済の機能を担っている｡ 救命可能

性の程度を探るには, いきおい治療成績や予後等の統計資料に頼らざる
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を得ないが, これらが当該事実に当てはめ得るかどうかの検証もなく,

また反証の余地が残されておれば, 直ちに高度の蓋然性を否定されると

の誤解も相乗して, 因果関係のハードルが逆に高くなった (歴史上の証

明である訴訟上の証明では, 通常反証の余地が残されているから, 反証の余

地があるとの理由で高度の蓋然性を否定することはできない…注１), 10)

参照)｡ この意味では, 因果関係についての患者側の証明度が緩和され

たとの理解は, 下級審の審理の実態を反映しているとは思えない｡

4) 問題は, 審理で究明されるべき対象は可能性侵害の実態価値であり,

当該事実関係の下での患者が有した治癒回復可能性の程度割合であるの

に, 高度の蓋然性を認定できないとしても, なにがしかの可能性を否定

できないとの直感的判断から, いくばくかの慰謝料認容に直結している

感がある｡

損害費目が慰謝料のみであり, 証拠に基づかずに裁判所の自由裁量で

認定できる簡便さも手伝ってか, 高度の蓋然性を認める場合の１割程度

の低額慰謝料が通例化している｡

可能性侵害を基礎づける事実関係が何であるかの検証が無いため, 証

拠に基づく事実認定という審理の要が後退してしまい, 請求の一部認容

の理由が不透明となり, 判決への上訴権が形骸化する懸念がある (医療

過誤訴訟の控訴率は約40％で通常事件より高いのが一般であるが, こ

の種の相当程度の可能性の認容判決への控訴率は極めて低い)｡

以上
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Where To Go ? “A Significant Possibility”

As a Compensable Injury.

Hirotoshi ISHIKAWA

Megumi OHBA

The Supreme Court of Japan admitted awarding damages for bodily injury

as a chance of survival in medical negligence case in 2000. “A Significant pos-

sibility is worth to be compensated” the Court saing dose not show the

measure and element of damage.

And the confusion followed in lower courts, a new type of damage with the

test for determing causation. Where to go a new compensable injury or loss

of chance doctorine in Japan.?




